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この報告書は、NPO法人カラーユニ
バーサルデザイン機構により色覚の個
人差を問わず、多くの方に見やすく配
慮されたデザイン(カラーユニバーサ
ルデザイン)として認定されました。



インターネット
でも、電話でも

アメリカンホーム保険会社は、19 6 0年に日本に

おける損害保険の事業免許を取得して以来、半

世紀にわたり日本での事業を展開しています。日

本で初めて傷害保険の通信販売やリスク細分型

自動車保険の販売を開始したほか、シニア向け傷

害保険、医療保険を発売するなどの取り組みを

行ってきました。2 011年には一部の医療保険の

インターネット割引を開始いたしました。これか

らも、常にお客様視点で考え、お客様の信頼を得

て「お客様に選ばれる会社」になることを目指し

ます。

アメリカンホーム保険会社はチャーティスグルー

プの一員です。チャーティスは、損害保険業界の

世界的なリーダーであり、世界中で、7 ,0 0 0万以

上のお客様に、サービスを提供しています。業界

内で際立って多様性に富む商品・サービスの提

供、損害サービスに関する深い専門性、高い財務

力により、チャーティスは、法人および個人のお

客様に対して、自信を持ってリスク管理サービス

の提供を行います。

チャーティスは、チャーティス傘下の全世界の損

害保険事業のマーケティング・ネームです。詳細

は、ウェブサイトwww.chartisinsurance.comを

ご覧ください。 

アメリカンホームは日本で損害保険事業を開始して以来、

通販型保険会社のリーディングカンパニーとして成長を続け、2010 年 12月に 50 周年を迎えました。

私たちはインターネットと電話を併用したお客様サービスをはじめ、

お客様の声を反映させた自動車保険、医療・傷害保険を開発してきました。

これまでも、そしてこれからも。

私たちはお客様の期待を上回る確かな安心をお届けすることで、「お客様から選ばれる会社」を目指します。

インターネットでも電話でも
お客様のご要望にきめ細かくお応えする。
それがアメリカンホームの原点です。



このビジネスレポートは、保険業法第 111条を準用する第 199条にもとづき作成したディスクロージャー
資料です。この資料に掲載しているデータ（計数など）は、日本における事業年度に合わせて、2010年度
（2010年4月1日から2011年3月31日まで）のアメリカンホーム保険会社の日本における保険業の業況お
よび財産の状況を表しています。
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この報告書は、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により色覚の個人差を問わず、多く
の方に見やすく配慮されたデザイン(カラーユニバーサルデザイン)として認定されました。



アメリカンホーム保険会社は
「お客様の満足」を第一に考え、お客様に価値ある
商品やサービスを継続してご提供することを最優先に、
保険会社としての使命・社会的責任を果たします。

このたびの東日本大震災によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された

地域の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

今回の大震災では、お身体や建物、家財への大きな被害を受けられたお客様が数多くいらっしゃいます。そのよう

な中、当社がまず実行しましたのは、被害を受けられたお客様からの保険金に関するお電話を確実にお受けする体

制を構築することでした。お客様が大変お困りになっている中、私ども保険会社に求められていることは、いかなる

状況下でもお客様対応に確実に取り組み、適正且つ迅速に保険金をお支払いさせていただくことです。

震災が発生した直後から、通常の電話受付体制に加えて、商品のお問い合わせ対応などを行っている沖縄、富山の

カスタマーリレーションシップセンターでも保険金請求に関わる電話をお受けする体制に変更しました。その結果、

数多くいただいたご連絡に対しても、お客様をお待たせすることなく確実に対応させていただくことができました。

また、東京地区での停電等万一の事態に備え、両カスタマーリレーションシップセンターへ社員を増強し、十分なお

客様対応ができる体制を整えました。

一方、保険会社の経営に携わる者として、被災地を訪問し、その惨状を目の当たりにした際に、改めて大変なご苦

労をされているお客様の立場で対応をしていくことや、今後より一層お客様のお役に立てる商品およびサービスを

開発していくことが当社の使命と責任であることを強く再確認いたしました。

当社は 2010年12月に、日本での事業開始から50周年という節目を迎えることができました。2010年度は傷害・

医療保険が好調であったことが主な要因となり、保険料収入は対前年度 1.9 %増収し 816億円となりました。これ

はひとえに多くのお客様に支えていただいたおかげと深く感謝申し上げます。

商品開発については、医療保険の商品ブランド『みんなのほすピタる』シリーズの新しい商品ラインナップとして、

2011年2月15日より、『みんなのほすピタる 3 ,000（新･医療総合保険）』を販売開始いたしました。こちらは、「医

療保険は性別や年齢によって保険料が違うのでわかりにくい」というお客様の声にお応えし、加入時の保険料を各

コース一律の額とした新しいコンセプトの医療保険です。

当社ビジョンである「お客様に選ばれる会社」になるためにも、これまで以上に「お客様の満足」を第一に考え、

お客様に価値ある商品やサービスを継続してご提供することを最優先事項として、保険会社としての使命・社会的

責任を果たせるよう業務に邁進してまいります。

これまで皆様に支えていただいたことに心から感謝申し上げますとともに、今後も引き続きご支援を賜りますよ

うお願い申し上げます。

                                                                                                                                                       2011年 8月

アメリカンホーム保険会社
日本における代表者 会長

後 藤  久 雄

アメリカンホーム保険会社
日本における代表者 社長

橋 谷  有 造
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当社では、2011年 6月 1日付で行動指針を改定いたしました。

新しい行動指針は、当社ビジョンである「お客様に選ばれる会

社」を目指すために当社社員の日々の行動の指針・拠り所に

なることを目的としています。これらの行動を実践することに

より当社社員が成長し、その結果お客様に満足していただけ

る商品・サービスをご提供することを目指しています。

　ビ ジ ョ ン

アメリカンホーム・ダイレクトは、常にお客様視点で考え、お客様
の信頼を得て「お客様に選ばれる会社」になることを目指します。

 行 動 指 針

私たちは、「お客様の満足」を第一に考え、行動します。

私たちは、誠実にかつ責任感を強く持ち、約束を守ります。

私たちは、気遣いを持ってすべての人に接します。

私たちは、高い志を持ち、チャレンジを続けます。

私たちは、スピードをもって決断し、実行します。
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元受正味保険料（含む収入積立保険料）

816億円
正味収入保険料

601億円

正味損害率

44.0%

正味事業費率

50.2%

2010年度の元受正味保険料
（含む収入積立保険料）は、医療
保険の販売が引き続き好調なこ
とから、前年同期比1.9%の増
収となりました。

元受正味保険料（含む収入積立保険料）
元受保険料（お客様から直接いただい
た保険料）から解約返戻金等の返戻金
を控除したものをいいます。積立型保
険については、将来の満期返戻金に充
てられる収入積立保険料を含みます。

2010年度の正味収入保険料は
601億円と、前年度に比べ 3.3%
の増収となりました。

正味収入保険料
元受保険料から収入積立保険料を差し
引き、受再正味保険料（他の保険会社
から再保険を受けた際に受け取る保険
料）を加え、出再正味保険料（他の保
険会社に再保険を出した際に支払う保
険料）を控除したものをいいます。

2010年度の正味損害率は、
44.0%と前年度に比べ2.2ポイ
ント上昇しました。

正味損害率
正味収入保険料に対する正味支払保険
金（お客様などにお支払いした保険金）
と損害調査費（当社の損害調査業務に
関連する経費）の割合をいいます。

2010年度の正味事業費率は、特
に医療保険の広告宣伝活動に費
用を積極的に投下したため、
50.2%と前年度に比べ2.1ポイン
ト上昇しました。

正味事業費率
正味収入保険料に対する諸手数料及び
集金費（損害保険代理店手数料等募集
に要した費用）と保険引受に係る営業費
及び一般管理費（当社の運営費用、シス
テム開発費用等）の割合をいいます。
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● 保険料収入の状況

● 保険事業に係る費用比率の状況
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ソルベンシー・マージン比率

864.7%

-935

2010

（ご参考）その他の詳しい業績指標については「主要な業務の状況を示す指標」（P.43）をご覧ください。
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2010年度の保険引受損益は、
損害率、事業費率の増加傾向に
もかかわらず、正味収入保険料
の増加が寄与し、前年度に比べ
6.3億円の改善となりました。

保険引受損益
正味収入保険料等の保険引受収益か
ら、正味支払保険金等の保険引受費
用と保険引受に係る営業費及び一般
管理費等を差し引いたもので、本業に
おける損益を示します。
　

2010年度は保険引受損益が改
善し、13.8億円の経常利益を確
保したものの、移転価格税制に
関する修正申告を行い、追加の
法人税等の支払いが発生したた
め、当期純利益は△9.3億円とな
り、前年度に比べ10.9億円の減
少となりました。

当期純損益
経常損益に、特別損益、法人税及び住
民税等を加減したものであり、事業年
度に発生したすべての要素を反映した
最終損益を示すものです。

2010年度の総資産は866億円
と、前年度に比べ13億円増加し
ました。

総資産
当社が保有する現預金、有価証券等の
すべての資産の合計額をいいます。

2010年度のソルベンシー・マ
ージン比率は864.7%と前年度
に比べて101.2ポイント減少し
ました。
主な原因は当期純損失を計上し
剰余金が減少したこと、および
保険引受に関するリスクが増加
したことです。

ソルベンシー・マージン比率
巨大災害の発生や保有する資産の大
幅な価格下落等、「通常の予測を超え
る危険」に対して、「損害保険会社が
保有している資本金・準備金等の支払
余カ」の割合を示す指標として、保険
業法等にもとづき計算されたのが、
「ソルベンシー・マージン比率」です。
同比率は、行政当局が保険会社を監督
する際に、経営の健全性を判断するた
めに活用する指標のひとつですが、そ
の数値が200%以上であれば「保険金
等の支払能力の充実の状況が適当で
ある」とされています。

3,744
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● 損益の状況

● 総資産と支払余力（ソルベンシー・マージン比率）の状況
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Topics 1
加入時の保険料を
各コース一律の額とした
新しいコンセプトの医療保険
『みんなのほすピタる3,000

（新・医療総合保険）』の販売開始
医療保険の商品ブランド『みんなの

ほすピタる』シリーズの新しい商品ラ

インナップとして、2 011年 2月より、

『みんなのほすピタる 3 ,0 0 0（新･医

療総合保険）』を販売開始しました。

こちらは、「医療保険は性別や年齢

によって保険料が違うのでわかりに

くい」というお客様の声にお応えし、加入時の保険料を各

コース一律の額とした新しいコンセプトの医療保険です※。

※補償される金額（保険金額）は、年齢・性別により異なります。また、終身型・
　定期型ともに保険料は満 9 0歳まで 10年ごとに上がります。

Topics 2
医療保険の保険金請求で
女性特有の病気の場合、
女性の担当者が対応する
サービスを開始

お客様から数多く寄せられたご意

見にお応えし、2010 年 12月より、

医療保険に加入されている女性の

お客様が女性に多い病気により保

険金請求される場合で、当社の男

性の担当者に話しにくいと感じられ

る場合、女性の担当者が対応する

サービスを開始いたしました。

※お電話の取り次ぎや休日･夜間の電話受付の場合などで男性が電話に出る
　場合があります。
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Topics 3
保険金請求の
ウェブサイトでのご連絡が
全商品で可能に

ご契約いただいたすべて

のお客様の利便性を一層

向上すべく、自動車保険に

限られていた、保険金請求

をウェブサイトでご連絡い

ただけるサービスを、2011

年 1月から全商品に拡大

しました。この結果、例えば医療保険等にご加入されてい

るお客様が、万一病気で入院・手術をされた場合や、事故

に遭われた場合などに、電話およびウェブサイトでの保険

金請求の受付が 24時間可能になり※、お客様のご都合の

良い時にお手続きしていただけます。

※システムメンテナンスのためご利用いただけない場合があります。なお、お
　客様からの電話による保険金ご請求の受付は、従来から 24時間対応して
　います。

Topics 4
墨田区の地域情報サイト
『墨田の空ライブカメラ』に協賛
110万アクセス突破

アメリカンホーム保険会社の東京オフィス（東京都墨田

区錦糸）に設置したカメラから見える建設中の東京スカ

イツリー ® のライブ映像と、東京都墨田区の地域情報

の紹介が見られるサイト『墨田の空ライブカメラ（ http://

skytreelivecam.com/）』に2010年 5月から協賛しています。

2010 年 10月には 50万

アクセスを突破し、2011

年 3月末には 111万アク

セスとなりました。

女性のことだから、
女性担当者に話したい。

アメリカンホーム・ダイレクトなら、

医療保険のご請求のお電話の際、

女性担当者を

お選びいただけます。

   for

Women女 性 のお 客 様 へ

トピックス
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Topics 5
自動車事故のご連絡を
いただいた際の
初期対応サービスの
受付時間を拡大

自動車保険では、2010年 4月から事故が発生した際の初期

対応（相手の方への連絡、自動車修理工場・病院等への連絡）

時間の拡大を開始しました。事故に遭われたお客様の事故

直後のご不安をできるだけ早く解消するために、平日 9時か

ら 17時までだった相手方へのご連絡などの事故初期対応時

間を、土日・祝日を含め、9時から 22時まで（お客様から 21

時までに新規にご報告いただいた案件を対象とします）時間

を拡大いたしました。

Topics 6
ウェブサイトにて
自動車保険の事故対応に
関するお客様の声・
担当者の思いを公開

2010 年 12月よりウェブサイトにおいて、従来からのサー

ビスや補償内容の説明に加えて、自動車保険の事故対応

について寄せられたお客

様の声や保険金支払担当

者の思いなどに関する情

報を拡充いたしました。

Topics 7
高級外車レンタカー
1日無料チケットが当たる
キャンペーン実施

2011年 2月 15日から 4月 30日までの間に、ウェブサイ

トで新規に自動車保険をご契約いただいたお客様の中か

ら、抽選で 100名様に高級外車のレンタカーチケット1日

無料券をプレゼントするキャンペーンを実施いたしました。

Topics8
国内自動車ディーラーとの
提携による
修理工場ネットワークの拡大
および保険金サービスセンターの
統合を実施

自動車事故に遭われたお客様の利便性向上に向けて、

2011年 3月からお客様にご利用いただける提携修理工場

を 124ヵ所（117社）から 288ヵ所（122社）に拡大しました。

お客様が車両保険を利用して提携修理工場で修理される

場合は、ご自宅やご指定の場所までお車を無料で引き取

りに伺い、修理後はご自宅に納車します。また、修理期間

中に代わりのお車が必要な場合には、無料で代車をご用

意します。さらに、サービス体制および組織体制の強化を

図るために、保険金サービスセンターを統合しました。

Topics 9
クレジットカードの不正使用被害等を
補償する保険が付帯された
「ウイルスバスターTM+保険＆PCサポート」
の加入数が100万件を突破

2007年 10月より、トレンドマイクロ株式会社（代表取締

役社長 兼 CEO：エバ・チェン）が販売している「ウイルス

バスター＋保険＆ PCサポート※1」を購入し、ユーザー登

録をされたお客様に対して、クレジットカードやクレジット

カードに関する個人情報の不正使用による金銭的被害を

被った際の補償※2を提供しています。2009年 8月には加

入数が 20万件を超え、近年悪質化・巧妙化が進むインター

ネット犯罪に対する対策を必要とされるお客様のご支持を

いただき、2010年 12月末時点で加入数 100万件を超え

ました。

※1 現在販売中の総合セキュリティソフトは「ウイルスバスター 2011クラウ
　　ド＋保険＆ PCサポート」です。1年版のほか 2年版、3年版、更新パッ
　　クがあります（2年版はオンラインショップのみでの取り扱いとなります）。

※2 クレジットカードの不正使用による被害を、年間最高 100万円まで補償
　　します。対象はユーザー登録したご本人に限ります。また法人のお客様
　　は対象外となります（2011年 1月現在）。
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当社のカスタマーリレーションシップセンターや事務セン

ターなどが沖縄に所在しており、沖縄での地域貢献活動を積

極的に行っています。

室内管弦楽団ニューヨーク・シンフォニック・アンサンブ

ル（NYSE）の地元中学・高校でのワークショップと沖縄公演

を、2 0 0 5年度より au沖縄セルラー電話株式会社とともに

サポートしており、2 010年度も沖縄の生徒たちがプロの高

い技術を学び、本公演で NYSEと合同で演奏するという素晴

らしい機会の提供に貢献しました。

沖縄の中高生に海外のプロの技術を
学ぶ機会を提供

富山での地域貢献活動

当社は 2 0 0 5年度に富山にカスタマーリレーションシップ

センターを開設して以来、富山での地域貢献活動を積極的

に行っています。なかでも、特別支援学校への植樹贈呈は初

年度より継続しているもので、2 010年度は富山県立高岡支

援学校へ、キンモクセイ、ドウダンツツジ、ジンチョウゲを贈

呈しました。

当社は、こどもたちの育成支援を目的に、2 0 0 6年に日本

でのキッザニア第１号施設としてキッザニア東京がオープン

して以来、「消防署」パビリオンのオフィシャルスポンサーと

なっています。

2 010年度には、スポンサー・デイ・イベントを開催し、小

児がんのこどもたちとそのご家族、計 514名を招待しまし

た。免疫力が低くなっている

ことが原因で、不特定多数の

人が集まるエンターテイメン

ト施設に出向くことが難しい

こどもたちにとって、大変貴

重な時間となりました。

C 2010 Kids City Japan K. K.All Rights Reserved.

当社では、2 0 0 5年度から東京都の墨田区立の中学校

で、高校受験時の面接を事前に体験する模擬面接に協力し

ています。この模擬面接は、生徒たちが顔見知りの教師以

外の大人と接することで、初対面の人に対しても自己 PRや

自分の夢、考えをうまく伝えられるようになる機会を提供

しています。

6年目を迎えた 2 010

年度も、墨田区立錦糸中

学校の 3年生約 13 0名を

対象に模擬面接を実施し

ました。

アメリカンホーム保険会社では、次世代を担うこどもたちを応援するための様々な取り組み、
さらには子育てを頑張るお母さん・お父さん世代を支援する取り組みを積極的に行っています。 

東京都の中学校で模擬面接に協力

キッザニアでスポンサー･デイ・イベントを開催
小児がんのこどもたちを招待

C 2010 Kids City Japan K. K.All Rights Reserved.

CSR活動への積極的な取り組み
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当社では 2 011年 3月より、東京都の特別支援学校に支

援を申し込み、教育上必要な物品のヒヤリングを行い、寄付

をする活動を始めました。まず、当社の東京オフィスと同じ

墨田区にある墨田特別支援学校に、間仕切りを提供しまし

た。間仕切りは、自閉症などの障がいをもつ生徒が、教室の

中で必要に応じて落ち着くことができるスペースを確保す

るために使用されています。他の区の特別支援学校への支

援についても今後実施を予定しています。

　当社は、非常用食糧 110食分を、国内初のフードバンクで

ある「セカンドハーベスト・ジャパン」に寄付しました。これは、

社内に配布されている緊急キットを入れ替える際に、お湯や

水を注ぐだけで食べることができるご飯やピラフなどの非

常用食糧を回収し、その中で賞味期限切れ前の食糧をセカ

ンドハーベスト・ジャパンを通して、児童養護施設やシェル

ター、路上生活をしている方々のために活用していただく取

り組みです。

チャーティスグループとしての活動

チャーティスグループ各社が拠点としている

墨田区錦糸のアルカウエストビルのカフェテ

リアにて、特定のメニューを購入すると 1食に

つき 2 0円が寄付金となり、途上国の給食 1食

分になるという「テーブル・フォー・ツー」を

2 010年度に導入し、これまでに 11 ,6 9 4食（ 2 011年 5月

末現在）の給食が途上国のこどもたちに届けられました。

2 0 0 9年度より、墨田区内の社会福祉法人が運営する、知

的障がいをもつ方のための授産施設「墨田さんさんプラザ」

の利用者の皆さんによる手づくりパンやクッキーの出張販

売を行っていただいています。パンは毎回その日の朝に「墨

田さんさんプラザ」の利用者の皆さんの手で手づくりされ、

車で 15分のところにある施設から運ばれてきます。人気の

パンはすぐに売り切れるなど非常に好評です。

震災発生直後から国内のチャーティスグループ各社が連

携し、約 75トンの緊急支援物資を陸路と空路を使い被災地

域に届けました。

また、アメリカンホーム保険会社を含む国内のチャーティ

ス・グループ各社は、東日本大震災の発生を受け、社員から

の寄付金を募り、その総額は約 3 ,0 0 0万円となりました。こ

の金額に、親会社であるアメリカン・インターナショナル・グ

ループ（AIG）が同額を上乗せし、合計約 6 ,0 0 0万円が被災

者救済のために寄付されました。

これを含め、グローバルな支援組織である AIG災害救済

基金からは、総額 3 3 4万 4 ,0 0 0ドルが日本の地震および津

波の被災者救済のために寄付されました。世界各国の AIG

社員から、救援金として 6 7万 2 ,0 0 0ドルが寄せられ、AIG

はこの社員による募金に同額を上乗せするとともに、さらに

2 0 0万ドルを基金に拠出しています。

墨田区役所のアトリウム・ロビーで、チャーティス・ファー・

イースト・ホールディングスと新日本フィルハーモニー交響

楽団で、2 010年 7月に「たなばたコンサート」、2 010年 12

月に「ウィンターコンサート」 を開催しました。このコンサー

トは 7回目の開催となります。

新日本フィルハーモニーとはこの他にも、墨田区内の中学

校の吹奏楽部員へ新日本フィルのメンバーが直接指導を行

う 3日間の特別クリニックや、富山市内のホールや中学校に

おいて、ピアノと木管五重奏によるコンサートやブラスバン

ドクリニックを開催するなど、音楽による地域貢献活動を積

極的に行ってきました。

新日本フィルハーモニー交響楽団と
入場無料のコンサートを開催

東日本大震災復興支援

知的障がいをもつ方のための
授産施設への支援

テーブル・フォー・ツーの導入機会を提供

非常用食糧110食分を
セカンドハーベスト・ジャパンへ贈呈

東京都の特別支援学校への
物品提供を開始
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震災対応

当社では、2 011年 3月 11日の東日本大震災の直後から、

通販型損害保険会社としていかなる状況下でもお客様から

のお電話が確実につながる体制を確立する、ということを

最優先事項として対応しました。保険金サービス部門が所

在する東京地区が停電となり業務に支障が出た場合や、極

めて多くのお問い合わせが集中した場合でも、確実にお客

様からの保険金に関するお電話をお受けできるよう、通常

は商品のお問い合わせ対応などを行っている、カスタマー

リレーションシップセンター（沖縄・富山）でのバックアッ

プ体制を速やかに確立しました。その結果、数多くいただい

たご連絡に対しても、お客様をお待たせすることなく確実

に対応させていただくことができました。

このたびの東日本大震災により被害を受けられました皆様に、
心よりお見舞い申し上げますとともに、 一日も早く復興されますよう
お祈り申し上げます。当社では保険会社の責務を全うするため、
以下の対応を実施いたしました。

電話受付のバックアップ体制を構築

当社では震災発生後直ちに災害対策本部を設置し、お客

様対応をはじめ、様々な対応について情報収集から意思決

定までを一元的に管理・実行しました。また、会社としての

事業継続性が損なわれるリスクを考慮し、一部の経営陣およ

びサポートメンバーを 3月 16日から沖縄に移動させ、経営の

バックアップ体制を速やかに構築いたしました。

3月 11日の震災の直後に保険金サービス部門内におい

ても地震対策室を設置し、お客様からの被害状況のご連

絡、保険金請求に関するお問い合わせ、また保険金お支払手

続きなどへの一貫した速やかな対応を行う体制を整えまし

た。まず、保険金サービス部門が所在する東京地区が停電と

なった場合に備え、保険金サービス担当部門の社員の一部

が、当社の拠点のある沖縄、富山、大阪に移動しました。

その後 3月 2 3日には、直接の被災により業務がストップ

していた東北サービスセンターが再開、同時に地震対策室

の分室を同センター内に設置し、被害に遭われたお客様の

直接訪問および被害状況の確認、保険金のお支払いを開始

しました。さらに、東北地方の被災地域にお住まいで地震保

険へ加入されているお客様のうち、当社へご連絡をいただ

いていないお客様へ、3月 2 8日から電話によりご自宅の被

害状況のご確認と保険金請求のご案内を行いました。また、

宮城県内のお客様で電話でコンタクトの取れないお客様へ

は、4月 16日以降ご自宅等を訪問し同様のご確認とご案内

をさせていただきました。当社での 7月末時点における地震

保険金のお支払い件数は 4 3 8件であり、事故のご連絡をい

ただいたお客様の 9 8 .9 %についてお支払手続きを完了し

ています。

保険金ご請求の案内・お支払い対応

当社では、災害救助法適用地域※で被災されたお客様の

保険金請求および福島第一原子力発電所の事故に伴う警戒

区域内等の地震保険請求に関する特別措置を適用していま

す。詳細につきましては、当社公式ウェブサイトをご参照く

ださい。
※帰宅困難者が発生したことなどに伴い災害救助法が適用された東京都を除
　きます。

アメリカンホーム保険会社公式ウェブサイト
www.americanhome.co.jp

お客様への特別措置について

当社では東日本大震災の影響および発電機能の一部停止

に伴う電力需給ギャップにより、電力不足が顕在化している

ことから、今夏の節電行動計画を策定しました。特に東京、

東北および関西電力会社管内の事業所については、以下の

節電対応を実施いたします。また、他の電力会社管内の事業

所においても、国民生活および経済活動に支障を生じない

範囲での節電（具体的には、照明・空調機器等の節電など）

に取り組んでまいります。

（1）空調温度の 2℃上方設定（原則 2 8℃設定）

（2）オフィス内照明の間引き、昼休み時間帯等の消灯

（3）OA機器の省電力モード設定

（4）窓用ブラインドの適切な使用による日射の遮断

（5）福利施設（本社ビル食堂）の運営休止

（6）早帰りデーの強化、および夏期期間中の有給休暇取得

促進

今夏の節電対応等について

災害対策本部を設置し
経営バックアップ体制を構築
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インターネット（パソコン・携帯電話）によるお客様サービス2

カスタマーリレーションシップセンターでのお客様サービス1
日本で初めて傷害保険の通信販売を開始した当社では、

直接お客様の声をお伺いできるカスタマーリレーションシッ

プセンターを重要視しています。カスタマーリレーション

シップセンターでは専属のオペレーターを配置し、保険商品

に関するご質問、資料のご請求やお見積りのご依頼、ご契

約手続きに関する問い合わせなど、お客様のニーズに幅広く

お応えしています。保険という商品をご理解いただくととも

に安心感をもっていただけるよう、常に丁寧な対応を心が

けています。

スキルを磨いたプロのオペレーターが対応
カスタマーリレーションシップセンターでは、お客様に高

品質で均質化されたサービスを提供するために、オペレー

ターの育成に力を入れています。オペレーターは入社後、導入

研修や実地研修（OJT）を約 2ヵ月間受け、商品知識や業務

知識を学ぶ一方、電話でのコミュニケーションスキルを磨き、

「お客様の期待を超えるサービス」の提供を目指しています。

沖縄リレーションシップセンター

当社のウェブサイトでは、資料のご請求や保険のご契約、

各種変更手続き、事故のご連絡、保険金支払状況の確認な

ど、お客様のニーズに合わせた様々なコンテンツをご用意し

ています。

モバイルサイトでのサービスもより拡充させ、お客様に

とってより使いやすいサービス、よりわかりやすいサービス

を追求し、日々改善を行っています。また2 010年12月には、

スマートフォン経由でウェブサイトをご訪問いただいた際の

専用ページをご用意いたしました。

資料のご請求
　当社が取り扱っているほとんどの商品について、ウェブサ

イトから資料請求が可能です。

保険料のシミュレーション・保険のご契約
自動車保険、医療保険等ウェブサイトに掲載されている商

品は、個人情報の入力なしで、簡単に保険料を計算すること

ができます。

自動車保険のオンライン見積り画面については、2 010年

4月に全面リニューアルしました。従来よりも少ない入力項

目での見積りを可能とし、Flashを用いることで表示画面を

コンパクトにし、お見積りの際に必要な情報をステップごと

に表示するようにしました。

自動車保険および一部の医療保険は、お見積りの後、その

ままウェブサイトでご契約のお手続きができるようになって

います。

また 2 010 年 9月より、モバイルサイトでも自動車保険の

見積りおよび見積りの保存ができるようになりました。保存

した見積りはウェブサイトでご契約手続きが可能です。

オペレーターに配布されている
「クレドカード」

お客様目線のきめ細かなサービスを提供
お客様との重要な接点であるカスタマーリレーションシッ

プセンターのオペレーターが、自ら日々の業務の実感値から

大切にしている考えを拾いあげ、カスタマーリレーションシッ

プセンターでの活動を支える“ 信条（クレド）”を作成してい

ます。オペレーターは“信条（ク

レド）”のもと、お客様一人ひと

りの“コンシェルジュ”を目指

して、お客様目線に立った質の

高いサービスのご提供ができ

るよう、日々取り組んでいます。

誠実なお客様対応で信頼にお応えします。
お客様一人ひとりの要望に、きめ細かくお応えするために。
アメリカンホーム保険会社は、親密なコミュニケーションや改善活動を通じて
より満足度の高いお客様サービスを提供しています。

お客様サービス
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アメリカンホーム保険会社 公式ウェブサイト
www.americanhome.co.jp

ご契約内容の確認・変更手続き（自動車保険）
自動車保険をご契約いただいているお客様は、ウェブサイ

トでご契約内容をご確認いただけます。また、以下の内容に

関するご変更であれば、ウェブサイトで変更手続きが可能で

す。

・ 保険契約者の情報（住所、電話番号、ファックス番号）

・ 補償の対象となるお車（被保険自動車）の情報

・ 主にお車を運転される方（記名被保険者）

・ ご家族の中で補償の対象となる運転者（記名運転者）

・ 補償内容

ご契約の継続手続き（自動車保険）
自動車保険をご契約いただいているお客様は、当社より

「ご継続のご案内」をお届けしてから満期日の前日までであ

れば、お電話だけでなくウェブサイトからもご継続のお手続

きが可能です。

事故報告・保険金請求
　お電話だけでなく、ウェブサイトからの自動車保険の事故

登録も 24時間可能です。2010年 4月より、モバイルサイト

からも事故登録ができるようになりました。事故登録の完了

後、当社より詳細確認や今後の事故の対応についてご連絡※

させていただきます。※当社からのご連絡時間：平日 9 : 00～ 1 7 : 0 0

　医療保険や傷害保険などの保険金のご請求についても、

2 011年 1月より、ウェブサイトでご請求のご登録ができるよ

うになりました。

保険金支払い情報のご確認（自動車保険）
ユーザー登録をしていただいた場合、当社担当者の連絡先

およびお支払い金額等をご確認できます。また、2010年 7月

より、事故書類の当社到着状況もウェブサイト上で確認できる

ようになりました。

スマートフォン用ページ

保険金のお支払い態勢3

保険金支払サービスの取り組み

保険金サービス部門のビジョン（Vision）とお客様
へのコミットメント（Commitment）
保険金サービス部門では、お客様からの信頼をいただく

とともに、お客様にご安心とより高いご満足を実感していた

だけるサービスを目指し、2011年1月にビジョン（Vision）の

改定と新たにお客様へのコミットメント（Commitment）を

掲げ、その実現のためによりお客様の視点に立った保険金

サービスの提供に取り組んでいます。

ビジョン（Vision）
私たちは、お客様にもっとも信頼される保険金サービス部

門を目指します。

コミットメント（Commitment）
私たちはお客様の気持ちを大切にします。

私たちはお客様のわかりやすさを追求します。

私たちは迅速に、そして誠実に対応します。

お客様に万一の事故が起こった際に、ご安心とご満足をいただける保険金サービスを提供することは、保険会社のもっとも

重要な責務のひとつです。当社では、お客様志向の業務運営姿勢を徹底し、お客様へ誠実な対応で迅速、適切に保険金をお支払

いする態勢の整備と強化をすすめています。また、お客様にとってのわかりやすさを追求する観点から、保険金支払業務に携わ

る部門の名称を「損害サービス」から「保険金サービス」に変更いたしました。
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ビジョンとコミットメント実現のための行動指針
ビジョンとコミットメントを実現するための、次の４つの行

動指針とそれぞれの具体的な行動計画を作成し、個々の計

画の実行状況を独自に設定した評価指標を用いて定期的に

モニタリングしています。

① Compliance

関連法令やガイドラインの遵守と業務改善のための取り組み推進

② Customer Service 

お客様により高い満足感を実感していただけるサービスの提供

③ Quality

適時適切な保険金支払い体制の維持

④ Efficiency
①～③を通じた保険金サービス部門全体のサービス効率の向上

全国保険金サービス責任者会議
保険金サービス部門が掲げたビジョンとコミットメントに

もとづいたお客様対応のサービスを提供するため、全国各

地の保険金サービスセンターの責任者を含めた会議を定期

的に開催しています。

責任者は事前に、お客様対応においての問題点や、保険商品

分野ごとの改善点を把握し、会議を通じて改善していきます。

業務の改善・向上のための主な取り組み
● 保険金支払管理プロセスの強化

　保険金の支払い業務に関わる規定・マニュアルの整備、

実践的な人材育成、お客様への経過報告の実施について

検証を実施しています。

　また、すべての保険金お支払いまでのプロセスを集中

管理する仕組みを導入し、お客様対応の進捗状況の確認

やお支払いする保険金設定の妥当性等を保険金サービス

部門のみならず、他部門においても定期的にチェックす

る体制を整えています。

● 「保険金支払審査会」による検証

　第三分野商品の保険金請求事案で、保険金支払いを担

当する保険金サービス部門が保険金支払い事由に該当し

ないと判断した事案については、保険金サービス部門だ

けでなく、商品開発部門や法務・コンプライアンス部門

で構成される「保険金支払審査会」を毎週開催し、その

判断の妥当性を検証しています。

●再審査請求制度

　保険金の支払いに関わる当社の判断についてお客様に

ご了承いただけない場合、お客様のご要請により「再審

査会」による再審査を行う制度を設けています。「再審査

会」では、保険金の支払いを担当する保険金サービス部

門以外の部門が毎月主催し、外部専門家（医師・弁護士

等）による客観的な審査を行っています。 

● 保険金支払担当者に対する教育・研修

　保険金支払担当者一人ひとりが、お客様のご要望を

しっかりと受け止める対応ができるように、体系的な研

修プログラムやコンテンツを導入しています。また、社

員の医学知識向上を目的として、業務に必要となる専門

知識を幅広く習得するために、医師を講師とした疾病基

礎講座や顧問弁護士による判例研究会・保険関連法研究

会を定期的に開催しています。

● 優秀社員の表彰

　四半期ごとに、優秀な保険金支払い担当者を選考・表

彰し、担当者のお客様対応に対する意欲を向上させてい

ます。顧客満足度や保険金お支払いにかかる所要日数、

その他保険金サービス部門に対する貢献度をもとに選考

しています。この制度によって、お客様対応のさらなる

向上を目指しています。

● トーク・クォリティ・コンテスト

　全国の自動車保険金支払い担当者を対象にお客様対応

の品質を競い合うトーク・クオリティ・コンテストを実

施しています。このコンテストでお客様対応に優れた社

員の話し方やご要望の受け止め方などを担当者全員で共

有し、均一なサービスの提供に取り組んでいます。

お客様満足度調査の実施
保険金のお支払いの際

に、ご契約者の方にアンケー

トをお送りし、当社の対応に

対するお客様満足度調査を

継続的に行っています。調査

結果では、91％のお客様か

ら「良い」または「やや良い」の評価をいただきました。アン

ケートにご回答いただいた内容は、当社のサービスの向上や

商品開発に活用させていただいています。また、アンケート

結果を当社のウェブサイトでも公開しています。

調査期間：2010年 7月 1日～ 2010年12月31日
対象保険商品：全商品 　　  回答数：17 ,382件

良い 82.0 %

やや良い 9.0 %

普通 6.3 %

やや悪い 1.5 %

悪い 1.2 %
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損害額の決定と事故の解決

保険金のお支払いと
事故の解決のご案内

損害額（車両の修理費用やおケガの治療費等）を確定し、お支払いする保険金の額を算出し
て、事故の相手の方と事故の解決（示談解決）をします。

保険金をお支払いする際に、専任担当者からお客様に事故解決のご報告をいたします。
また、お支払い手続き完了後、お客様または事故の相手方に保険金のお支払いのご案内を
書面でお送りしています。

事故の相手方との
示談交渉（過失割合の交渉等）

対人事故または対物賠償事故の場合、専門知識のある経験豊富な専任担当者が、お客様に
代わって示談交渉を行います。示談交渉の進捗等については、適宜お客様にご連絡します。

丁寧・迅速・高品質な事故対応サービス

24時間365日の事故受付
休日や夜間の事故でもすぐにご連絡いただけるように、事故の受付は 24時間 365日体制のフリーダイヤルを保険商品ごとに

ご用意しています。さらに、当社ウェブサイトからも事故の受付が可能です。

保険金のお支払いまでの一般的な流れ ※お客様と事故の相手方の双方に過失がある場合

事故現場では最初に、負傷者の救護、 道路上にある危険物の片付け（二次災害発生の防
止）、警察への連絡、相手の方のお名前・ご連絡先などの確認をお願いします。

もしも事故に遭われたら

アメリカンホーム
保険会社へのご連絡

事故の初期対応

事故現場における必要な対応が終わりましたら、直ちに当社にご連絡をお願いします。24
時間 3 6 5日事故受付の専門スタッフが待機してお客様のご連絡をお受けしています。また、
ウェブサイトやモバイルサイトからも事故のご連絡を受け付けています。
平日の 9時から 17時まで※にお電話での事故受付が完了した場合は、専任担当者が 3時間
以内にお客様にご連絡をし、事故解決のための打ち合わせやお支払いまでの流れについて
ご説明を行います。
※17時以降の場合、翌営業日にご連絡します。

平日はもちろん土日・祝日に初めてご連絡をいただいた事故でも、お客様のご要望により事
故の相手方、自動車修理工場、病院等の関係者への連絡を 9時から 2 2時まで 3 6 5日行って
います。また、その結果をその日のうちにお客様にご報告しています。

● 安心の事故対応

万一、自動車事故に遭われたお客様に迅速かつ丁寧な対

応ができるように、24時間 365日体制で事故の受付を行っ

ています。また、事故の相手方への連絡や病院・自動車修

理工場等への連絡、その他不安に感じられていることへの

ご相談などの初期対応サービスの時間を土日・祝日を含め

22時まで行っています。

● 1事故 1名の専任担当者制度

専任担当者が事故の解決まで責任をもって対応します。

専任担当者は、平日の 9時から 17時以内に事故受付が完了

した場合、事故受付から 3時間以内にお客様にご連絡し、事

故の解決のための打ち合わせやご説明を行います。

●示談交渉サービス

対人事故または対物事故について、専門知識のある経験豊

富な専任担当者が、お客様に代わって示談交渉を行います。例

えば、相手の方が入院してしまった場合は、専任担当者が病院

に出向き、状況に応じた最適な方法で円満な解決を図ります。

●事故処理の煩わしさを解消するお客様サポートサービス

　お客様の保険金請求手続きの煩わしさを解消し、事故解

決までの日数をできる限り短縮できるようなサポートサー

ビスを提供しています。

・交通事故証明書取得代行サービス

・示談書省略サービス

・診断書省略サービス

●提携修理工場ネットワークの拡大

　自動車事故に遭われたお客様の利便性向上のために、新

たに国内自動車ディーラーと提携しお客様にご利用いただ

ける修理工場を124ヵ所（117社）から288ヵ所（122社）

に拡大しました。さらなる充実したネットワークの拡大

でお客様のご満足とご安心、利便性向上を目指してまい

ります。

自動車保険の事故対応サービス
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●迅速な保険金のお支払い

保険金のご請求に必要な書類が到着してから最短 3営業

日でお客様のご指定する口座にお支払いいたします。保険

金のお支払いに時間がかかる場合は、お客様にその旨をご

案内し、できる限り速やかな保険金のお支払いを目指して

います。

●診断書取得料金の当社負担

保険金をご請求いただいたにもかかわらず、保険金をお

支払いできなかった場合には、診断書の取得料金の実費を

当社が負担いたします。

●補償内容や保険金ご請求書類のわかりやすさ

当社から保険金のご請求に必要な書類をお客様にお送り

する際には、お客様がご自身のご契約内容を再確認いただ

けるように、補償の内容のご案内書を同封しています。ご

請求に必要な書類には、記入例などのご説明を添えたり、

お客様からのご質問の多い後遺障害保険などの補償につい

ては、わかりやすいパンフレットを同封しています。

●女性専用担当者の設置

女性のお客様が保険金の請求をされる際、「男性担当者

には話しにくい」といった声がありました。医療保険※に

ついて、女性のお客様が女性に多い病気により保険金請求

をされる際、どんなことでもお気軽にご相談いただき、ス

ムーズな保険金のお支払いができるよう、ご希望に応じて

女性担当者が対応できるようになりました。

　 ※病気が保険金のお支払いの対象となる保険 / 第三分野商品に限ります。

医療・傷害保険の保険金お支払いサービス

事故受付センターへ事故の発生状況、病気やケガの状況などをご連絡ください。入院中な
どの理由でお客様ご本人からのご連絡が難しい場合は、ご家族や代理の方からでも、事故
のご連絡をお受けします。当社ウェブサイトからも事故の報告が可能です。

事故の連絡・受付

保険金請求書類のご案内

保険金請求書類の確認

保険金お支払い額決定

保険金お支払い額のご案内

お客様から事故のご連絡を受けた後、保険金請求に必要な書類をお送りします。

・ご請求手続きのわかりやすさへの取り組み
保険金サービスセンターでは、事故解決までの流れや各種サービスの内容、保険金請求手
続き方法などについてわかりやすくご説明します。

お客様からご提出いただいた保険金請求書類の内容を確認します。書類の内容によっては、
関係機関に確認させていただくことがあります。

・ご請求漏れの有無の確認
保険金のご請求漏れがないかを確認します。

・治療途中での保険金請求も可能
万一、治療が長引いた場合、治療の途中でも保険金のご請求が可能です。

・事故対応の途中経過のご報告
お客様にご安心いただけるように、進捗状況をお客様のニーズに合わせてご報告します。

ご請求いただいた事案を審査し、お支払いする保険金の額を決定します。

・商品別に専門チームを構成
丁寧・迅速で柔軟な保険金サービスがご提供できるように、保険商品別に専門チームを構
成し、お客様にご満足いただける対応を目指しています。

・検証室の設置
保険金お支払い内容の妥当性・適切性の検証を専門に行う検証室を設置し、保険金お支
払い内容のチェック体制を強化しています。

保険金のお支払い手続き完了後、お客様に「保険金お支払のご案内」を書面でお送りします。

保険金のお支払いまでの一般的な流れ 
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当社では、「常にお客様視点で考え、お客様の信頼を得て『お客様に選ばれる会社』になる」ことを目指し、お客様からお寄せ

いただいたご意見、ご要望、ご不満などの「お客様の声」を真摯に受け止め、改善に活かすために様々な取り組みを行っていま

す。また、取り組み内容や、その進捗状況は当社ウェブサイトにて定期的に更新してご紹介しています。

「お客様満足の向上」への取り組み4

お客様からお寄せいただいた声に対応する体制
当社では、保険金のお支払いに関する満足度調査や広告・

パンフレット・募集文書に関する消費者モニターなどの機

会だけでなく、お客様からのお問い合わせ窓口となるカス

タマーリレーションシップセンター部門、万一の事故対応や

保険金のお支払いを担当とする保険金サービス部門、各種

ご相談の窓口となるお客様相談室など、社内各部門に直接

お寄せいただいたご要望やご意見のすべてを「お客様満足

（ＣＳ）向上委員会」に集約しています。「お客様満足（ＣＳ）

向上委員会」は、「お客様の声」を受け付ける部門だけでな

く、商品開発や事務企画・システム開発を担当する部門など

全社横断的なメンバーで構成され、「お客様の声」の内容を

分析・検討し、改善策の立案・提言を行い、業務の改善、サー

ビスの充実、新商品の開発などに反映させる活動を行って

います。

商品開発 サービス改善 利便性向上 業務改善

お客様満足（CS）向上委員会

商品開発部門

契約管理・
募集企画管理部門

保険金サービス部門

営業・マーケティング部門
カスタマーリレーション
シップセンター部門

システム部門

法務・
コンプライアンス部門

お客様相談室

経 営 陣

カスタマーリレーション
シップセンター部門

お客様相談室保険金サービス部門 営業・マーケティング部門

「お客様からお寄せいただく声」（ご不満、ご要望、ご意見など）

お 客 様

お客様満足の向上の実現

当社は、テレビ、新聞広告、インターネットなどを通じた、

ダイレクトマーケティング（通信販売）という手法により保険

を販売しているのが最大の特徴です。

資料請求などお問い合わせをいただいたお客様への保

険商品内容のご案内やご契約の手続きをはじめ、保険金お

支払いの際のサポートは、当社のカスタマーリレーション

シップセンターや保険金サービスセンターの担当者により、

主にお電話や郵便などを通じて直接行われています。当社で

は、お客様とのダイレクトなコミュニケーションの機会を大

切にし、お客様からのご要望やご意見を商品やサービスの改

善にいかしています。

当社とお客様とのダイレクトコミュニケーション

お客様からお寄せいただいた声を最大限に活かすための活動
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0.1%その他

保険の契約・
募集行為に
関するもの

保険の契約・
管理に関するもの

保険金に関するもの

51.0%
36.4%

12.5%

お客様からお寄せいただいた声を把握する取り組み 

2 0 10年 4月から 2 0 11年 3月までの間に「お客様満足

（CS）向上委員会 」において把握したお客様の声（不満足の

表明）の総数は 12 ,2 4 9件となり、内訳は下記のとおりとな

りました。

お客様満足向上のために、「お客様満足（CS）向上委員会」において把握したお客様の声の分析結果を踏まえた改善のほか、

各部門が取り組んだ事例（改善年月順）は以下のとおりです。今年度に実現できなかったことも含めて、引き続き改善に取り組

んでまいります。

お客様満足向上のための具体的な取り組みと改善例

お客様からお寄せいただいた声を商品やサービスに反映しました

 「お客様の声」をお聴きする取り組み 

お客様から直接ご意見、ご要望、ご不満などをお伺いでき

るように、ご相談窓口を設置しています。

お客様相談室

お客様からのご意見やご要望等を承る窓口です。

TEL. 0120 -353 - 031（平日 9時～17時）

お客様事故相談室

ご契約者様・事故のお相手様等からの保険金請求に関

するご不満・ご相談について、専任担当者が対応いた

します。

TEL. 0120 -73 -5089（平日 9時～17時）

（集計：2010年4月～2011年3月）

〈自動車保険〉 

保険証券は要らないので、その分保険料が安くなると助かる。

インターネットの普及に伴い「契約内容はウェブサイトで

確認できれば十分」「紙の証券は紛失が心配 」というお客

様が増えてきました。こうしたお客様のニーズにお応えする

ため「証券省略割引」をご用意しました。保険証券、保険契

約継続証、ご変更完了のお知らせを発行しない場合に、保

険料が割引になります※。（2010年 8月）
※一括払いは年間保険料から 5 0 0円、月払いは月払保険料から 4 0円（年間合計
4 8 0円）を割引き

自動車保険において証券省略割引をご用意しました。

〈自動車保険〉 

保険の継続手続きや、車の変更・住所の変更など、契約内容を変更しようと思ったが

土日・祝日の営業時間が短くて手続きできない。

これまで、自動車保険のご契約者様専用窓口（土日・祝日）

の営業時間は 17時で終了していました。しかしながら、お

客様の利便性を向上させることを目的に営業時間を 2 0時

まで拡大し、ご契約に関するご不安を一日でも早く取り除

くとができる体制を整えました。（2 0 10年 8月）

自動車保険ご契約者様専用窓口（土日・祝日）の営業時間を 20時まで拡大しました。

当社では、先進医療の技術料を補償する商品を販売して

いますが、一般的にはまだまだ先進医療に関する情報は

少なく、保険をお選びになられているお客様からも「商品

選びに悩む」という声をいただいていました。そこで、当社

ウェブサイトに厚生労働省が発表している最新の情報、「先

進医療技術に係る費用」を、補償内容の参考データとして

掲載し、医療保険を選んでいただく際の参考となる情報を

表示しました。（2 0 10年 6月）

最新の参考データ（「先進医療技術に係る費用」）を当社ウェブサイトに掲載しました。

〈医療・ケガの保険〉 

先進医療の技術料（自己負担になる金額）の平均額などに関する最新の情報があれば、

医療保険を選ぶときの参考になるので掲載があったほうが良い。
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〈自動車保険〉 

自動車保険の保険金を請求するときに、何を用意してどんな書類が必要なのかがわかりにくい。

保険金をご請求していただく際の送り状を、お客様に、

1）ご記入いただきたい書類、2）ご用意いただきたい書類、

3）お読みいただきたい書類、の 3項目に分け、わかりやす

い記載に改善しました。お客様に行っていただきたい手続

きを明確にすることで、保険金のお支払いまでの流れがよ

りスムーズになるよう工夫しました。（2 010年 9月）

保険金請求書の送り状をわかりやすくしました。

〈自動車保険〉 

保険のパンフレットや約款を、ウェブサイトでも見られるようにしてほしい。

「実際の資料を取り寄せる前に、ウェブサイトで見たい」

というご要望に応え、自動車保険のパンフレットと保険約

款を電子ブック化し、ウェブサイトでご覧いただけるように

しました。（2 0 10年 10月）

自動車保険のパンフレットと保険約款を、電子ブックの形式でウェブサイトに掲載しました。

〈自動車保険〉 

保存した自動車保険の見積りがどこにあるのかわかりにくい。

これまで、マイページ上で「保存された見積りページ」を

見るためのリンクが見つけにくく、見積りの一覧がどこにあ

るかわからない、というお声をいただいていました。

マイページ上に直接、お見積り一覧を表示することで、マイ

ページから別のページに移らなくても、お見積り一覧・ご契

約一覧をすぐに確認できるようになりました。（2010年11月）

マイページにお見積り一覧を表示するようにしました。

〈自動車保険〉 

提携修理工場をウェブサイトで確認できると便利なのだが。

「自宅近くに提携修理工場があるか知りたい」「どんな

工場と提携しているか知りたい」といったご要望にお応

えして、当社ウェブサイトの自動車保険コンテンツ内「安

心の事故対応 」に提携修理工場の一覧を掲載しました。

（ 2 0 11年 2月）

提携修理工場の一覧をウェブサイトに掲載しました。

〈医療・ケガの保険〉 

保険金請求の際、女性特有の事情もあるので担当者は女性にしてほしい。

女性のお客様が保険金の請求をされる際、「男性担当者

には話しにくい」といった声がありました。どんなことでも

お気軽にご相談いただき、スムーズな保険金のお支払いが

できるよう、ご希望に応じて女性担当者が対応できるよう

にしました。（2011年 2月）
※病気が保険金のお支払いの対象となる保険 / 第三分野商品に限ります。

医療保険※について、女性のお客様が保険金請求をされる場合は、
ご希望により女性担当者が対応できるようにしました。

〈自動車保険〉 

ウェブサイトの継続手続きで、証券省略割引の付け方がわかりにくい。

「証券省略割引に魅力を感じて手続きを開始したのだけ

れど、わかりにくい」との声をいただいておりました。「ご継

続プランの選択 」画面で、証券省略割引の選択欄を上部に

表示することにより、スムーズに割引手続きをしていただけ

るようにしました。（2 0 11年 3月）

証券省略割引の表示を目立つようにしました。
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〈自動車保険〉 

提携修理工場が近隣にあると自動車事故の修理などの時、安心なのだが。

自動車事故に遭われたお客様の利便性向上に向けて、

2 011年 3月 7日から国内自動車ディーラーと提携し、お客

様にご利用いただける提携修理工場を 124ヵ所（117社）か

ら 2 8 8ヵ所（ 12 2社）に拡大しました。お客様が車両保険を

利用して提携修理工場で修理される場合は、ご自宅やご指

定の場所までお車を無料で引き取りに伺い、修理後はご自

宅に納車します。また、修理期間中に代わりのお車が必要な

場合には、無料で代車をご用意しています。（2 011年 3月）

提携修理工場を拡大しました。

このほかにも、当社ウェブサイトに事例を掲載しています。あわせてご参照ください。

http://www.americanhome.co.jp/voice/case/index.html

社外のお客様相談窓口（中立・公正な立場で問題を解決する損害保険業界関連の紛争解決機関）

一般社団法人保険オンブズマン
当社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般

社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結して

います。当社との間で問題を解決できない場合には、解決の

申立てを行うことができます。詳しくは下記ホームページを

ご覧ください。

同機関のホームページ（http://www.hoken-ombs.or.jp/）

財団法人交通事故紛争処理センター
自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関す

る紛争を解決するために、相談、和解のあっせんおよび審査

を行う機関として、財団法人交通事故紛争処理センターがあ

ります。専門の弁護士が公正・中立な立場で相談・和解のあっ

せんを行うほか、あっせん案に同意できない場合は、法律学

者、裁判官経験者および弁護士で構成される審査会に審査

を申し立てることもできます。詳しくは下記ホームページを

ご覧ください。

同センターのホームページ（http://www.jcstad.or.jp/）

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構
自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払いを

めぐる紛争の、公正かつ的確な解決を通して、被害者の保護

を図るために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関

として、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構があり

ます。同機構では、自動車事故に関わる専門的な知識を有す

る弁護士、医師、学識経験者などで構成する紛争処理委員

が、自賠責保険（自賠責共済）の支払い内容について審査し、

公正な調停を行います。同機構が取り扱うのは、あくまで自

賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払いをめぐ

る紛争に限られますので、ご注意ください。詳しくは下記の

ホームページをご参照ください。

同センターのホームページ（http://www.jibai-adr.or.jp/）
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お客様情報保護の管理体制5

アメリカンホーム保険会社（以下「当社」という）は、皆様に

ご信頼いただき、選んでいただける保険会社となるため、皆

様の大事な個人情報の保護を重要な社会的責務であると認

識しております。

当社は、「個人情報の保護に関する法律」その他の規範を

遵守するための諸規程を作成して、役職員に遵守させていま

す。具体的には、以下の基本方針にもとづき、皆様の個人情

報の保護に取り組んでまいります。

プライバシーポリシー

お客様情報保護の基本方針
当社のお客様情報保護の基本方針として「プライバシー

ポリシー」を公表しています（下記をご参照ください）。ま

た、基本方針に定めた内容を実践し、お預かりした大切なお

客様情報の保護を図るため、お客様情報の適正な管理および

業務への利用等に係る事項を社内規定に定め、お客様情報の

適正な取り扱いに努めています。

お客様情報保護の推進体制
当社では、個人情報保護法をはじめ、金融庁の金融分野に

おける個人情報保護に関するガイドライン等の関連法令等

を遵守しています。また、社内のお客様情報の保護および安

全管理措置の推進を図るため、個人情報保護管理責任者を

任命するとともに、お客様情報保護委員会を設置し、お客様

情報保護の管理体制の整備・強化に取り組んでいます。

委託先におけるお客様情報の保護
当社では、お客様情報を含む業務を当社外に委託する場合

のお客様情報の保護を確実にするため、外部委託の管理に関

する規定と委託先を選定・評価するための当社独自の基準

を定めています。さらに、委託先におけるお客様情報の安全

管理措置の実施状況を定期的に確認しています。

1.個人情報の利用目的

当社は、個人情報を次の目的のために利用します。これらの目的のほかに利用することはありません。

①  各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い

②  関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理

③  当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実

④ その他保険に関連・付随する業務

2.収集する個人情報の種類

当社は、ご本人の住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご

案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。

なお、当社では、お電話や書面などの通信手段によりご提供された情報（音声を含む）を記録あるいは保存させていた

だく場合があります。

 3.個人情報の提供

当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人情報を外部に提供することはありません。

① あらかじめ、ご本人が同意されている場合

②   利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部（当社代理店を含む）へ委託する場合

③  ご本人または公共の利益のため必要であると考えられる場合

④ 再保険の手続きをする場合

⑤  ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する制度に登録するなど、保険制度の健全な運営に必要であ

ると考えられる場合

⑥ その他法令に根拠がある場合

当社では、お客様情報の保護を図り、お客様情報を適正に取り扱うために、お客様情報保護の管理体制の整備・強化に継続

的に取り組んでいます。



お
客
様
サ
ー
ビ
ス

2011 
Business 

Report

21

4.個人情報の管理方法

当社は、ご本人の個人情報を正確、最新なものにするよう常に適切な処置を講じています。また、法令などにより要請され

る、組織的、技術的、人的な各安全管理措置を実施し、ご本人の個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改

ざん・漏えいなどを防止するため、万全を尽くしています。なお、当社の委託を受けて個人情報を取り扱う会社にも、同様

に厳重な管理を行わせています。万一、個人情報に関する事故が発生した場合には、迅速かつ適切に対応いたします。

5.個人情報の開示、訂正等、利用停止等

当社は、ご本人の個人情報の開示、訂正等（訂正、追加、削除）、利用停止等（利用停止、消去）のご請求があった場合は、

ご本人であることを確認させていただいたうえで、当社業務に支障のない範囲内で対応いたします。なお、ご要望にお応

えできない場合は、ご本人に理由を説明いたします。

これらの具体的な請求手続きについては、当社のホームページをご参照いただくか、下記のお問い合わせ先までご連絡くだ

さい。

6.個人情報取扱いに関する継続的改善

当社は、個人情報の取扱いに関して定期的に見直し、一層の個人情報保護のために継続的改善に取り組んでまいり

ます。なお、当社の個人情報の取扱いについてのご意見は、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。適切に対処

いたします。

また、このプライバシーポリシーの内容に変更が生じた場合、すみやかにご通知するか当社のホームページなど

に掲載し、公表いたします。

7.個人情報に関するお問い合わせ先

アメリカンホーム保険会社   個人情報お問い合わせ窓口

〒130- 8562   東京都墨田区錦糸1-2- 4 アルカウエスト21F

TEL / 0 3 -3624 -2571   受付時間 / 9:00～17:0 0（土日・祝日・年末年始を除く）

なお、当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人外国損害保険協会の対象事業者です。

同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。

〈お問い合わせ先〉

一般社団法人外国損害保険協会（http://www.fnlia.gr.jp/）事務局
〒105 -0 0 01  東京都港区虎ノ門 3 -2 0 -4 虎ノ門鈴木ビル 7 F
TEL / 03 -5 425 -785 4　受付時間 / 9 :00～17:00（但し 12: 0 0～13 : 0 0および土日・祝日を除きます。）
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取り扱い商品一覧 1
当社では、お客様の多様なニーズにお応えできるように様々な保険商品を提供しています。

自動車保険

リスク細分型自動車保険（ファミリー自動車総合保険）

当社は通販型自動車保険のパイオニアです。運転する人の年齢・性別やお車の使い方などによって異

なるリスクに応じて、細かく保険料を設定しています。

病気・ケガの保険（医療保険）

医療保険は、主に病気やケガで入院・手術をした場合や退院後の通院に対する補償などを提供しています。一定期間の補

償をご提供するタイプと一生涯の補償をご提供するタイプ、また保険料から選ぶタイプ、補償から選ぶタイプがあります。

『みんなのほすピタる 3 ,0 0 0総合医療タイプ』
新・医療総合保険

加入時の保険料が月々 3 ,0 0 0

円の医療保険です。
※保険料は満 9 0歳まで 10年ごとに、その　
時の年齢に応じて高くなります。

（インターネット契約で初年度年間合

計保険料 5 ,0 0 0円 OFF！）

定期型 終身型

お客様に満足していただけるよう、
価値ある商品やサービスを提供していきます。
より確かな安心を、よりお求めやすいスタイルで。アメリカンホーム保険会社は、お客様のニーズを反
映したユニークな保険商品を通信販売のメリットを活かした独自の販売態勢でお届けしています。

『みんなのほすピタる総合医療タイプ』
新・医療総合保険

基本的な入院・手術の補償に、ニーズに合わせて「オプショ

ン補償」を追加でき無駄がありません。

（インターネット契約で初年度年間合計保険料 5 ,0 0 0円 OFF！）

定期型 終身型

『みんなのほすピタる 3 ,0 0 0ガンタイプ』
新・医療総合保険

加入時の保険料が月々 3 ,000円のガン保険です。

※保険料は満 9 0歳まで 10年ごとに、その時の年齢に応じて高くなります。

（インターネット契約で初年度年間合計保険料 5 ,0 0 0円 OFF！）

定期型 終身型

定期型 終身型

『みんなのほすピタる女性疾病タイプ』
新・医療総合保険

子宮筋腫や甲状腺の病気などの女性に多い病気とすべて

のガンを補償します。

（インターネット契約で初年度年間合計保険料 5 ,0 0 0円 OFF！）

定期型 終身型

『みんなのほすピタるガンタイプ』
新・医療総合保険

ガンの治療に特化した、基本的な補償をご用意しました。

「オプション補償」を追加して、補償を厚くすることもできます。

（インターネット契約で初年度年間合計保険料 5 ,0 0 0円 OFF！）

商品と販売態勢

定期型 終身型

『みんなのほすピタる 3 ,0 0 0女性疾病タイプ』
新・医療総合保険

　加入時の保険料が月々 3 ,0 0 0円の、女性疾病とガンの保

険です。
※保険料は満 9 0歳まで 10年ごとに、その時の年齢に応じて高くなります。

（インターネット契約で初年度年間合計保険料 5 ,0 0 0円 OFF！）
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『みんなのほすピタる生活習慣病タイプ』
新・医療総合保険

　心筋梗塞（こうそく）・脳卒中・糖尿病などの生活習慣病と

ガンを補償します。

（インターネット契約で初年度年間合計保険料 5 ,0 0 0円 OFF！）

しまったくん★こまったちゃん　　　　　　　　　
（疾病入院保険金支払特約付普通傷害保険・賠償責任保険）

お子様のケガや病気に備える保険です。

ご家族まるごと保険（ファミリー交通傷害保険）

ご家族の交通事故などによるケガに備える保険です。ご

家族何人でも保険料は一律です。

ケガの保険（傷害保険）

傷害保険は、国内外を問わず家庭や職場、旅行中などにおける交通事故をはじめとした偶然な事故によるケガを補償します。

これからだ（長期補償傷害保険）

葬祭費用やケガの治療実費等を補償

します。月々 2 ,800円から。

また、葬祭費用保険金額から加入プ

ランを選べる『これからだ 5 0 』、ご夫

婦向けの『これからだ楽々夫婦プラン』

もあります。

おてがるガード（普通傷害保険）

ケガだけでなく、自宅外で携行品が壊れた場合にも備えら

れる保険です。

人生よろこんで（長期補償傷害保険）

葬祭費用や不慮の事故で亡くなられた場合などを補償し

ます。

定期型 満50歳以上の方向け 定期型

定期型

定期型

定期型 満50歳以上の方向け

まいにち安心 （アクティブシニア傷害保険）

シニア世代のための、一生涯続けられるケガの補償です。

定期型 満50歳以上の方向け

『みんなのほすピタる 3 ,0 0 0生活習慣病タイプ』
新・医療総合保険

　加入時の保険料が月々 3 ,0 0 0円の、生活習慣病とガンの保

険です。

※保険料は満 9 0歳まで 10年ごとに、その時の年齢に応じて高くなります。

（インターネット契約で初年度年間合計保険料 5 ,0 0 0円 OFF！）

定期型 終身型

ザ・大人の医療保険（無選択型医療総合保険）

健康状態・傷病歴に関する告知の必要なくご加入いただ

けるよう設計された医療保険です。

定期型 終身型

持病がある方も安心『みんなのほすピタる』　　　　
（引受基準緩和型医療保険）

健康に関する 4つの確認事項すべて

に該当しなければ、申し込める医療保

険です。

定期型 満55歳以上の方向け

定期型 終身型
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ご契約者様向けサービス 2

すべてのご契約者様向け

安心ダイヤル 24

ご自身の医療健康相談から育児、介護のご質問まで、経験

豊富な医療スタッフが 24時間・年中無休でご相談をお受け

します。ご契約者様ご本人だけでなく、ご家族全員が無料で

ご利用いただけるサービスです。さらに、3 0万件以上の医療

機関情報データベースから、ご要望にあった医療機関を検索

してご案内します。
※このサービスは当社提携会社のティーペック株式会社がご提供します。

『みんなのほすピタる』※、
『私にうれしい医療保険』のご契約者様向け

セカンドオピニオンサービス

より良い医療の選択のために、日本を代表する各専門分

野の名医（総合相談医）に現在の診断に対する見解や今後の

治療方針などの意見を聞くことができます。

さらに、お客様の病状や地理的条件などを総合的に判断

し、専門医をご紹介します。

※補償の対象となるご本人のみ（夫婦型・家族型の場合は配偶者様も）ご利用
いただけます。

※一部の商品はサービスの対象となりません。

※このサービスは当社提携会社のティーペック株式会社がご提供します。

自動車保険のご契約者様向け

ダイレクト・レスキュー（無料ロードサービス）

事故や故障などのトラブルの際に、日本全国でご利用いた

だけます。

〈主なサービス〉

●事故現場対応サポート

お客様の要請により、事故現場に「ダイレクト・レスキュー」

のスタッフが出動し、事故現場での安全確保や通行車両の

誘導など必要な対応をサポートします。

● GPS位置確認サービス

事故や故障時に、携帯電話の GPS機能を使って簡単に現

在地を確認し、速やかに「ダイレクト・レスキュー」のスタッ

フが現場に向かいます。

●レッカーサービス

故障や事故でお車が自力走行できなくなった場合、レッ

カー業者の手配、移送（牽引・陸送等）を行います。

●トラブル対応サービス

キー閉じ込み、落輪、ガソリン切れなどの車のトラブル発

生時に、最寄りの提携業者が現場に急行して対応します。

アメリカンホーム・ダイレクト クラブオフ

ホテル・旅館の宿泊施設やレジャー施設を、お得な割引料

金でご利用いただけます。

お給料保険（所得補償保険）

入院中のお給料をカバーする保険です。専業主婦（夫）の方

もご加入できます。

定期型

ゴルファー保険（賠償責任保険普通保険約款・ゴルフ特別約款）

ゴルフプレイ中・練習中に他人をケガさせてしまった場合

またはケガをしてしまった場合、ゴルフ場敷地内でのゴルフ

用品の損害、ホールインワン・アルバトロス達成時にかかる

費用を補償します。

定期型

盗難対策（支払用カード･個人情報不正使用被害等補償特約付盗難保険）

ピッキング等による不法侵入被

害後の防犯装置設置費用の補償

およびキャッシュカードならびに

クレジットカードの偽造・盗難に

よる被害等を補償します。

暮らし・レジャーの保険

家財安心プラン（通信販売用総合住宅保険・地震保険）

火災・盗難・地震などの災害・トラブ

ルによる大切な家具や電化製品等の家

財の損害を補償する保険です。

オプションとして、ピッキング等による

不法侵入被害後の防犯装置設置費用の

補償およびキャッシュカードならびにク

レジットカードの偽造・盗難による被害

の補償等を追加することができます。

定期型 定期型
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新商品の開発状況3

医療保険の商品ブランド『みんなのほすピタる』シリーズの拡充を行いました。

2011年 2月　・みんなのほすピタる 3,0 0 0 総合医療タイプ（新・医療総合保険）
 ・みんなのほすピタる 総合医療タイプ（新・医療総合保険）

 ・みんなのほすピタる 3,0 0 0 ガンタイプ（新・医療総合保険）
 ・みんなのほすピタる ガンタイプ（新・医療総合保険）

2011年 6月 ・みんなのほすピタる 3,0 0 0 女性疾病タイプ（新・医療総合保険）
 ・みんなのほすピタる 女性疾病タイプ（新・医療総合保険）

 ・みんなのほすピタる 3,0 0 0 生活習慣病タイプ（新・医療総合保険）
 ・みんなのほすピタる 生活習慣病タイプ（新・医療総合保険）

他の保険会社の保険業に係る業務の代理・事務の代行業務4
当社は監督官庁の認可を得て、他の保険会社から業務・事務の委託を受けています。

2 011年 2月に販売を開始した『みんなのほすピタる』シ

リーズは、「医療保険は性別や年齢によって保険料が違う

のでわかりにくい」というお客様の声にお応えし、加入時の

保険料を各コース一律の額とした新しいコンセプトの医

療保険です。月々の保険料からお選びいただけるタイプ以

外にも、入院保険金日額などの補償内容からお選びいた

だけるタイプをご用意しており、またそれぞれに終身型と

定期型がございます。2 011年 2月には総合医療タイプと

ガンタイプ、2 011年 6月には女性疾病タイプと生活習慣

病タイプを販売開始しました。

また、当社に数多く寄せられたご意見にお応えし、2 010

年 12月から医療保険にご加入されている女性のお客様に

対する新しいサービスを提供しています。子宮筋腫など女性

特有の病気により保険金をご請求される場合、女性の担当

者をご指定いただくことが可能です。
※お電話の取次ぎや休日･夜間の電話受付の場合などで男性が電話に出る場合
　があります。

このパンフレットは、NPO法人カラー
ユニバーサルデザイン機構により色覚
の個人差を問わず、多くの方に見やすく
配慮されたデザイン（カラーユニバー
サルデザイン）として認定されました。

女性のための
ご請求パンフレット 

加入可能年齢：満20歳～満80歳

補償まるわかり
パンフレット1

難しい用語は、同封の「重要事項説明書（保険の用語）」でご確認ください。

生活習慣病タイプ
商品名 みんなのほすピタる 3,000

終身型

7～8ページ
5～6ページ
3～4ページ
2ページ

9～10ページ

17ページ
18ページ

11～12ページ
13～14ページ

この保険の特長

15～16ページ

1ページ『みんなのほすピタる 3,000』について

補償内容
3,000円コースの補償内容
4,000円コースの補償内容
5,000円コースの補償内容
お祝い金 金額表／無料サービス
ご加入にあたっての大切な事柄
お支払い例・保険金のご請求手続き
Q&A
お申込みから補償開始まで

誰でも月々3,000円！
（3,000円コースにご加入の場合）

※補償される金額は加入時の年齢・性別により異なります。
　また、保険料は特約継続時の年齢等に応じて満90歳まで10年毎に上がります。

生活習慣病とガン

3つのコースから！

の医療保険※です。

掛金（月払保険料）の
お支払いは

女性に多い病気  ガン

補償まるわかり
パンフレット1

みんなのほすピタる 3,000

女性疾病タイプ

難しい用語は、同封の「重要事項説明書（保険の用語）」でご確認ください。

『みんなのほすピタる 3,000』について
この保険の特長
補償内容
3,000円コースの補償内容
4,000円コースの補償内容
5,000円コースの補償内容
お祝い金 金額表
無料サービス
ご加入にあたっての大切な事柄
お支払い例・保険金のご請求手続き
補償の対象となる女性疾病の例・
「悪性新生物」と「上皮内新生物」の違い
お申込みから補償開始まで

1ページ
2ページ

3～4ページ
5～6ページ
7～8ページ
9～10ページ
11ページ
12ページ

13～14ページ
15～16ページ

17ページ
18ページ

商品名

誰でも月々3,000円！
（3,000円コースにご加入の場合）

※補償される金額は加入時の年齢により異なります。
　また、保険料は特約継続時の年齢等に応じて満90歳まで10年毎に上がります。
加入可能年齢：満20歳から満80歳

の医療保険 です。
と

※

終身型

3つのコースから！
掛金（月払保険料）の

お支払いは

補償まるわかり
パンフレット

難しい用語は、同封の「重要事項説明書（保険の用語）」でご確認ください。

■4,000円コースの補償内容

■5,000円コースの補償内容

■Q&A

■お申込みから補償開始まで

7～8ページ

■3,000円コースの補償内容 5～6ページ

■この保険の特長 3～4ページ

■『みんなのほすピタる 3,000』について 1～2ページ

9～10ページ

17ページ

18ページ

■お祝い金 金額表 11～12ページ

■ご加入にあたっての大切な事柄 13～14ページ

■お支払い例・保険金のご請求手続き 15～16ページ

円の
ガン保険 誕生

誰でも
～3,000円コースにご加入の場合～

月々
！！※

※補償される金額は加入時の年齢・性別により異なります。
　また、保険料は特約継続時の年齢等に応じて満90歳まで10年毎に上がります。
加入可能年齢：満20歳から満80歳

ガンタイプ
商品名

終身型

3つのコースから！
掛金（月払保険料）の

お支払いは

補償まるわかり
パンフレット

難しい用語は、同封の「重要事項説明書（保険の用語）」でご確認ください。

■4,000円コースの補償内容

■5,000円コースの補償内容

■Q&A

■お申込みから補償開始まで

■アメリカンホーム保険会社について

7～8ページ

■3,000円コースの補償内容 5～6ページ

■この保険の特長 3～4ページ

■『みんなのほすピタる 3,000』について 1～2ページ

9～10ページ

16ページ

17ページ

18ページ

■ご加入にあたっての大切な事柄 11～12ページ

■お支払い例・保険金のご請求手続き 13～14ページ

■無料サービス 15ページ

総合医療タイプ
商品名

終身型

円の
医療保険 誕生

誰でも
～3,000円コースにご加入の場合～

月々
！！※

※補償される金額は加入時の年齢・性別により異なります。
　また、保険料は特約継続時の年齢等に応じて満90歳まで10年毎に上がります。

加入可能年齢：満20歳～満80歳
スーコ円000,3（ 　　　　　　 ・男性の場合：満20歳～満75歳）

3つのコースから！
掛金（月払保険料）の

お支払いは

女性のことだから、
女性担当者に話したい。

アメリカンホーム・ダイレクトなら、

医療保険のご請求のお電話の際、

女性担当者を

お選びいただけます。

   for

Women女 性 のお 客 様 へ

また同様に、ジェイアイ傷害火災保険株式会社の代理

店として、インターネットにて同社の海外旅行保険を販売

しています。

（主な業務・事務の受託）

エイアイジー・スター生命保険株式会社の代理店として、

既存の通販ビジネススキームを活用し、同社の各種生命保

険を販売しています。
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保険募集態勢5

当社ではダイレクトマーケティング（通信販売）による保険

募集を主に行っているため、お客様に当社の保険商品の内容

を正しくご理解いただけるよう、わかりやすい保険募集文書

（パンフレットなど）の作成を心がけています。

自動車保険については対面による募集も行っており、そ

れぞれのチャネルで適正に保険募集が行われるよう募集管

理態勢の強化に努めています。

保険募集態勢について

ご契約までの主な流れ

●保険契約承諾のお知らせと保険約款のお受け取り
申込書を受付後、ご契約をお引き受けさせていただく場合は第 1回保険料

の振替日をご案内する「保険契約承諾のお知らせ」とご契約に関わる大切

な事項を記載した保険約款をお送りします（自動車保険を除く）。

●保険商品の確認
パンフレットやウェブサイト上の商品説明ページにより、補償内

容、保険料、保険期間等をご確認いただきます。

●重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報等）の確認
お客様に保険商品の内容について十分ご理解をいただくため、

「契約概要」、「注意喚起情報」、「その他重要事項」をご用意して

います。

・ 契約概要：商品の仕組み、補償される場合・されない場合、特約

の内容など、お客様に保険商品の内容をご理解いただくために

必要な事項を記載しています。

・ 注意喚起情報：クーリング・オフ、告知義務、保険責任開始期、契

約の解除・復活など、お客様にご契約いただくにあたり特にご注

意いただきたい事項を記載しています。

・ その他重要事項：ご契約いただくにあたりご確認いただきたい事

項や契約概要・注意喚起情報の補足的情報をまとめたものです。

●申込み内容確認シートの確認
お客様がお申込みをされる保険商品がお客様ご自身のニーズに

合致したものであるか、最終確認していただくための必要事項を

記載しています。

自動車保険の場合、保険証券とともに保険約款をお送りします。

保険商品・見積りのご案内（郵送、電話、インターネット、対面募集）

重要な事項の説明およびお客様ニーズの確認

ご契約内容の決定

申込書のご記入・ご捺印、ご返送（申込書を不要とする場合もございます）

契約諾否に関する通知書のお受け取り

保険料のお支払い

保険証券のお受け取り

パンフレット

重要事項説明書

申込み内容確認シート
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重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報等）の改善

お客様にとってわかりやすい募集文書を作成することは

当社にとって重要な課題です。お客様の立場に立ったわかり

やすい募集文書を作成するため、継続的に広告、パンフレッ

ト、重要事項説明書等の改善を図っています。例えば、日々

当社に寄せられるお客様の声や一般の消費者の方々を対象

にしたモニター調査の結果を集約し、お客様目線で作られ

た読みやすく、理解しやすい募集文書をご提供できるように

努めています。また、消費者団体と定期的に意見交換を行

い、いただいたご意見を募集文書に反映させています。

わかりやすい募集文書作成への取り組み

お客様の声

一般の消費者の方々を対象にした
モニター調査の結果

消費者団体からのご意見

募集文書

パンフレット

契約概要

広告

申込書

注意喚起情報

その他募集文書

改善
わかりやすさ
への取り組み

CUDOによって認定された製
品や施設に発行されるマーク

契約概要・注意喚起情報などの保険契約に関する大切な事項を読みやすくするた

めに 1冊にまとめています。また、文字を大きくし、絵や図解を用いることで、保険商

品の内容をよりよくご理解いただくための改善を行っています。

例えば、自動車保険では、補償される運転者の範囲についてわかりやすく説明する

ために、重要事項説明書の冒頭で挿絵とともに説明することとしました。

保険の用語集の作成

パンフレットや重要事項説明書の記載内容をご理解いただくうえで参考になるよ

うに、用語集を作成しています。この用語集では「保険金」や「保険金額」などわかり

にくい保険の専門用語を解説しています。

保険商品の特徴、補償対象の明確化

主要な保険商品のパンフレットの冒頭では、お客様にどのような保険商品をご案

内させていただいているかご理解いただくために、まず保険商品の特徴を述べてい

ます。さらに、例えばケガは補償の対象となるが病気は補償の対象とならないなど、

「〇」「×」を用いて補償対象を明確化することで、保険商品を正しく理解していただ

けるように努めています。

広告の改善

テレビ CM、新聞広告、チラシ広告など、様々な形態の広告がある中、共通して適正

かつ誤解を招かない表示・表現を行うことに細心の注意を払っています。また、お客

様からいただいた苦情やご意見をもとに、お客様の立場に立ち、わかりやすい広告

を作成することに努めています 。

ユニバーサルデザインへの取り組み

多様な視覚・色覚をもつお客様に配慮し、できるだけ多くのお客様に読みやすく、

情報を正確にお伝えできるよう、パンフレット・申込書・重要事項説明書等の文字、

デザインや色調の改善に取り組んでいます。

色調の改善については、2 010年 6月に『これからだ』と『持病がある方も安心 

みんなのほすピタる』のパンフレット等が、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機

構（CUDO）により、色覚の個人差を問わず、多くの方に見やすく、わかりやすい色彩配

慮がされたデザイン（カラーユニバーサルデザイン）として認定されました。

その後も順次対象商品を拡大しています。
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当社の勧誘方針

当社は、お客様本位の姿勢を徹底し、以下の方針のもと適切な勧誘を行うことをお約束します。

1.法令等を遵守し、適切な勧誘を行います

・ 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約

法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等

を遵守します。 

・ お客様への勧誘を適切に行うために必要な社内の管理体制

を整備するとともに、役職員に対して十分なコンプライア

ンス教育を行い、保険金の不正取得を目的とする契約を防

止する等 、法令等の遵守を徹底します。 

・ お客様のプライバシーの保護を徹底し、お預かりしたお客

様に関する情報につきましては厳重な管理を行います。

2.お客様のご意向を尊重した対応を徹底します

・ お客様の保険に関する知識、経験、財産の状況および契

約される目的を勘案し、お客様のご意向や実情に沿った

保険商品をお選びいただけるよう努めてまいります。 

・ 保険商品のご説明にあたりましては、保険商品の内容や

重要事項を正しくご理解いただけるよう、説明内容や方

法を工夫し、わかりやすいご説明に心掛けます。 

・ 保険商品のご案内は、お客様のご都合やご事情に配慮し

た時間帯や方法で行います。ご案内のダイレクトメール

やお電話をご希望されない場合は速やかに中止いたし

ます。 

3.  お客様にご満足いただけるサービスの提供に
努めます

・  お客様からのお問い合わせには、十分な教育を受けた電

話オペレーターが迅速、的確、丁寧に対応させていただき

ます。 

・  保険事故が発生した場合におきましては、専門の担当者

が対応させていただき、お客様の状況に沿ったご案内に

心掛け、公正で迅速・適切・丁寧な保険金等のお支払い

ができるよう努めます。

・  お客様からお寄せいただいた貴重なご意見等を商品開

発や勧誘方法の改善に生かしてまいります。

※ 以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」（平成12年法律第101号）にもとづく当社の「勧誘方針」です。法律の概要につきましては、　金融庁のホームページを
ご参照ください。

代理店は保険会社に代わりお客様へ各種保険商品を販売

し、お客様の様々なリスクに対する備えをサポートする役割

を果たしています。当社は代理店においても適切な保険募

集が行われるよう、全代理店に対する定期的な点検に加え

て、代理店の特性に応じたきめ細かな点検を別途実施する

など、募集管理態勢の強化を図っています。

代理店が損害保険の募集を行うためには、保険業法にも

とづき内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。さ

らに代理店の役員・使用人が損害保険の募集を行うために

は同じく内閣総理大臣に損害保険募集人として届け出を行

う必要があり、当社では損害保険募集人には社団法人日本

損害保険協会が運営している「損害保険募集人試験 」に合

格することを必須としています。

代理店のさらなる資質

の向上を図るため、当社

は社団法人日本損害保険

協会による「損害保険募

集人試験 」の更新制度へ

の参加（ 2 0 0 8年）および

「保険商品教育制度」への参加（ 2 0 0 9年）を進めており、さ

らに 2 011年 10月から同協会が開始する「損害保険募集人

一般試験 」に参加することとしています。また、代理店の業

務品質の維持と向上を図るため、代理店において募集に従

事する者の資格種類および資格者数、法令遵守および業務

内容、代理店の実績などにもとづく代理店の格付制度を実

施しています。

代理店登録と代理店教育について

2010年 3 8 7

20 0 9年 419

20 0 8年 4 6 6

●代理店の推移 （店 /各年度末時点）
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日本における経営管理・ガバナンスの体制1
当社は、米国ニューヨーク市に本社を置く外国保険会社

です。

日本支店における経営管理・ガバナンスの体制については、

日本における代表者※をはじめとする日本支店の主要なメン

バーで構成される執行部会を、経営上の重要事項や業務執行

の決定を行う機関とし、さらに執行部会のもつ業務執行に対

する監督機能を補完するために、執行部会の下部機関として

各種委員会を設置しています。こうした体制を通じて、執行部

会のもつ業務執行の決定・監督の機能と日本における代表者

の業務執行の機能を分けることにより、適切なガバナンスを

確保するよう努めています。また、業務執行の決定機関である

執行部会、執行部会の監督機能を補完する各種委員会、業務

執行にあたる各部門については、それぞれ内部監査部が独立

した立場から内部監査を行う体制としています。

※ 日本における事業は、金融庁から外国損害保険業免許を取得し、日本におけ
る支店として行っていますが、同時に 2 0 0 6年 5月に施行された会社法に
定義された外国会社にあたります。外国会社については日本における代表

者をおくことが定められています。

監査

監査

報告

各種委員会
●統合リスク管理委員会

●お客様満足（CS）向上委員会

●お客様情報保護委員会　など
内
部
監
査
部

保険計理人

            業務部門
●商品開発部門
●営業・マーケティング部門
●カスタマーリレーションシップセンター・契約管理部門
●保険金サービス部門
●システム部門
●その他業務・企画管理部門

執行部会

指示

業務執行の決定・監督

業務執行

日本における代表者
コンプライアンス
オフィサー

コンプライアンス
委員会

担当役員

堅実な企業経営でお客様の利益を守ります。
健全かつ適正な業務運営の確保を目指して。
アメリカンホーム保険会社は、内部管理態勢の強化やコンプライアンスを徹底して
お客様に選ばれる会社となる努力を続けています。

内部監査体制

当社では、業務執行から独立した日本における代表者直属の内部監査部が、すべての会社業務機能を対象に内部監査を実

施し、内部統制機能の適切性および有効性を検証・評価し、結果を経営に報告することにより、業務の健全かつ適正な運営を

確保することとしています。

内部管理態勢
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1）  役職員の職務の執行が法令等に適合することを確
保するための体制（コンプライアンスの体制について）

①  当社の役職員が、公正で高い倫理観に基づいて行動し、

広く社会から信頼される経営体制を維持し確立するた

めに、法令等遵守の基本方針として行動指針を定め、役

職員に周知徹底を図る。

②  当社の役職員がコンプライアンスを実践するための手

引書としてコンプライアンス・マニュアルを定めるととも

に、事業年度毎の具体的な活動計画としてコンプライ

アンス・プログラムを策定し、社内研修等を通じて当社

の役職員のコンプライアンス意識の定着と運用の徹

底を図る。

③  法令等遵守およびコンプライアンス・プログラムの実施

態勢を確立するため、コンプライアンスオフィサー、コ

ンプライアンス委員会およびコンプライアンス統括部門

を設置し、各部門にコンプライアンス担当者を配置する。

コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス・プロ

グラムを推進し、コンプライアンスオフィサーは定期的

にコンプライアンス・プログラムの進捗状況をコンプラ

イアンス委員会に報告する。

④   法令違反その他のコンプライアンスに係る問題を早期

に発見し、適切な対処を行うため、内部通報制度を設け、

通報者が直接に報告や相談ができる相談窓口を社内お

よび社外に設置する。また、通報者に対する不利益な措

置が禁止されることを定め、その利用方法を役職員に周

知する。

ＣＳＲ（企業の社会的責任）に対する考え方と取り組み2
当社は、19 6 0年に日本で損害保険事業免許を取得してから 5 0周年を迎えました。その間、傷害保険の通信販売やリスク

細分型自動車保険の販売など、日本では初めてとなる画期的な保険販売のご提案を続けてまいりました。当社は、日本に根付

いた歴史ある損害保険会社として、さらに社会にとって意義のある企業となるべく、CSR活動を強化・推進していきます。

当社のビジョンは、「常にお客様視点で考え、お客様の信頼を得て『お客様に選ばれる会社』になる」ことです。ビジョンを

実現するために、わたしたち役職員すべては、損害保険事業のもつ高い社会性と公共性を認識し、コンプライアンスを徹底し

ています。

また、当社が事業活動を行うにあたって人権を尊重することは CSRの大切な要素です。当社では、個人の多様な価値観や

個性を尊重し、人種・宗教・性別・国籍・年齢・その他の事由にもとづくあらゆる差別的な行為を禁止するとともに、人権意

識の啓発と向上に努めています。そして、当社の事業活動に関わる様々な利害関係者との円滑なコミュニケーションを通して、

地域・社会・環境への責任を果たしていくことが大切であると考えています。

また、印刷物の一部を大豆油インキ（“SOY INK”）で印刷したり、パンフレットを封入している封筒の一部を NPO法人非材

木グリーン協会認定の非木材紙（ケナフ）を使用したりするなど、環境や資源の保護という視点から当社のビジネスが環境に

及ぼす影響を削減させるための取り組みを行っています。さらに、パンフレット、申込書などの一部や、このビジネスレポート

については、NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）によりカラーユニバーサルデザインとしての認定を受け、多

様な視覚・色覚をもつお客様に配慮する取り組みを行っています。

さらに、当社では、次世代を担うこどもたちを応援するための様々な取り組み、さらには子育てを頑張るお母さん・お父さん

世代を支援する取り組みを行っています。

内部統制システム構築の基本方針
アメリカンホーム保険会社（以下、「当社 」という）は、執行部会において内部統制システム構築の基本方針を以下の

とおり決定し、この方針に基づき、内部統制の有効性を確保し、企業価値を向上させるべく、実効性のある内部統制シス

テムの整備を図っていきます。

内部管理態勢の整備について3
当社では、業務を適正かつ効率的に運営し、保険募集の公正を確保するために、適切な内部統制を確保するための管理態勢

の整備とさらなる強化に取り組んでいます。具体的には、「内部統制システム構築の基本方針」にもとづき、実効性のある内

部統制システムの整備を図っています。
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⑤  社会秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力お

よび団体とは一切の関係を持たず、不当な要求等に対

しては毅然とした態度で臨み、断固として拒否する。

⑥  内部監査に係る規定を定めるとともに、他の業務執

行部門から独立した内部監査部門を設置する。内部

監査部門は、客観的な立場で当社の法令等遵守の態

勢について内部監査を実施し、定期的に、あるいは

必要に応じて、内部監査の実施結果を経営に報告す

るとともに、改善を促す。

2） 業務に係る情報の保存および管理に関する体制
    （情報管理の体制について）

①  文書等の保存に係る規定を定め、執行部会の議事録や

決裁の記録等、業務に係る情報を文書または電磁的媒

体に記録し、法令および当該規定に従って適切に保存

および管理する。

②  情報資産の管理に係る規定を定め、情報資産は法令お

よび当該規定に従って適切に保存および管理する。ま

た、お客様情報保護の体制を確実にするために、個人情

報保護管理責任者およびお客様情報保護委員会を設置

し、社内研修等を通じてお客様情報保護に対する意識

の定着と運用の徹底を推進する。

3） 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
　 （リスク管理の体制について）

①  リスク管理方針および管理規定を定め、当社の事業活

動に係るリスクを適正かつ効率的に管理する。

②  会社全体のリスク管理を統括する部門を設置するとと

もに、各種のリスク分野毎に主管部門を定め、事業活動

に伴う様々なリスクを管理する。また、会社全体のリス

クを統合的かつ総合的に管理するために、統合リスク

管理委員会を設置し、全社横断的にリスク管理の状況

を点検し、改善を推進する。

 ③  大規模災害、基幹システムの停止等、当社の事業に重大

な影響を及ぼすリスクが顕在化した場合に備え、緊急事

態への対応に係る規定や事業継続計画をあらかじめ定

め、迅速かつ適切な対応と損失および事業停止期間の最

小化を図るための体制を整備する。

4） 業務が効率的に行われることを確保するための体制
    （業務の執行に係る権限と管理の体制について）

①   当社の役職員が職務の執行を効率的に行うための体制

を確保するため、組織権限規定、職務分掌規定、決裁権

限規定、その他の社内規定を定める。

②  米国本社の決定した方針に基づいて当社の全般的な業

務執行および重要な業務の遂行に係る意思決定を行う

機関として、執行部会を設置する。

③  執行部会は毎月2回、あるいは必要に応じて臨時に開催

し、執行部会規定に従い、法令等で定められた事項、経

営方針、その他の経営に関する重要事項を決定する。

④  執行部会構成員は、執行部会で決定した中期および事業

年度毎の経営計画に基づき業務を執行し、必要に応じて、

計画の進捗や業務執行の状況を執行部会に報告する。

⑤   各部門は、担当執行部会構成員の指揮の下、社内規定に

定められた各組織、各階層における責任と権限に基づ

き、業務を遂行する。また、各部門は、自らが行う業務や

管理が、社内規定等に従って適切に行われているかを

確認するために、定期的に自主点検を実施する。

⑥  内部監査部門は、各部門の業務や管理が、法令や社内規

定等に従い、適正かつ効率的に行われているかについ

て内部監査を実施し、定期的に、あるいは必要に応じ

て、内部監査の実施結果を経営に報告するとともに、改

善を促す。

5） 財務報告の適正性を確保するための体制
     （財務報告に係る管理の体制について）

財務報告の適正性を確保するための体制、および保険

業法等の関連法令に基づく情報開示を適切に行う体制を

整備する。

6） 企業集団における業務の適正を確保するための体制
     （AI Gグループに属する他社との連携体制について）

①  AIGグループの基本思想、理念および経営ビジョンを

共有し、コンプライアンスの徹底を図るために、AIGグ

ループ会社共通の「AIGカンパニーズ行動規範」を役職

員に周知徹底する。

②  法令違反その他のコンプライアンスに係る事項につい

て、当社の役職員が「リージョナル・コンプライアンス・

ヘルプライン」または「AIGコンプライアンス・ヘルプ・

ライン」に直接に報告または相談を行うことができる

体制を整備する。

③  AIGグループ内で開催される各種会合に参加し、グルー

プの経営管理、コンプライアンス、リスク管理、内部監

査等の各分野において、当社の業務の適正を確保し強

化するために必要な情報の共有を行う。

④  AIGグループに属する他社との取引、業務提携、新規

事業等を開始する場合は、事前にそれらの取引等の

適切性・適法性を十分に検討し、不適切な取引の発

生を防止する。
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リスク管理の体制4
規制緩和と自由化の進展により保険会社を取り巻く経営環境は大きく変化し、保険会社が直面しているリスクはますます

多様化・複雑化しています。こうした環境のもと、当社では、経営上のリスクに的確に対応し、適切かつ効率的な業務運営を確

保しつつ、健全な経営基盤の維持・強化を図るために、リスク管理を経営の重要課題と位置付け、その体制の充実と実効性の

向上に努めています。

保険引受
リスク

資産運用リスク オペレーショナルリスク等
コンプライ
アンス
リスク

統合リスク管理委員会（事務局：リスク統括部）

リスク管理体制
日本における代表者

執行部会

リ
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ク
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能
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テ
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リ
ス
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門

リ
ス
ク
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営

担
当
部
門

保険金サービス部門

カスタマーリレーション
シップセンター部門
契約管理部門
システム部門

営業部門
マーケティング部門

商品開発部門
数理部門

経理・財務部門
人事部門
総務部門

経営企画部門
リスク管理部門

法務・
コンプライアンス部門
募集企画管理部門

リスク管理部門
契約管理部門

法務・
コンプライアンス部門経営企画部門システム部門資産運用部門 資産運用部門商品開発部門

数理部門

市場
リスク

信用
リスク

システム
リスク

事務
リスク

流動性
リスク

災害
リスク

レピュテーショナル
リスク

外部委託
リスク

総務部門 リスク管理部門
総務部門

リスク管理の基本方針
当社では、様々なリスクを的確に把握し適切にコントロール

するために、「統合リスク管理方針」を制定し、リスク管理の目

的、管理対象リスク、管理担当部門、管理方法、報告・モニタリ

ングの方法などを定めています。

統合リスク管理
当社は、各部門単位のリスク管理の状況を会社横断的かつ

総合的に管理するために、「統合リスク管理委員会」を設置し

ています。同委員会は、個々のリスクの管理担当部門が把握・

分析・評価した結果の報告を定期的に受け、個々のリスクの

管理状況をチェックするとともに、会社全体に影響を及ぼす

リスクに対する予防的対策や対応措置の検討や指示を行い

ます。また、経営の健全性確保の観点から、ソルベンシー・マー

ジン基準にもとづいて算出した個々のリスクのリスク量を合算

した総リスク量の限度額やアラームポイントを設けています。

総リスク量がそれらと比較してどのような状況にあるかをモニ

タリングすることにより、保有する総リスク量が実質自己資本

に対して過大とならないよう、またソルベンシー・マージン比率

を適正な水準に維持できるよう管理しています。

「統合リスク管理委員会」は、経営陣が経営上のリスクに適

時・適切に対応できるよう、執行部会構成メンバーが参加す

る体制としています。

リスク管理の方法
当社では、管理の対象とするリスクそれぞれの特性に

応じた管理の指標や手法を定めています。リスク量を計

量化して把握・管理することが可能なリスクについては、 

可能な限り定量指標を用いた管理を行うとともに、計量

化方法の高度化・精緻化に取り組んでいます。計量化が

困難あるいは計量化に至っていないリスクについては、

リスクの状況を定性的に把握し、リスクが顕在化しない

よう、また顕在化した場合には速やかに対応することで、リ

スクの回避・抑制に努めています。  
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適正かつ的確な保険契約の引受を行うための引受基準お

よび引受権限を保険種目ごとに定めています。また、損害率

などを中心に収支の状況を定期的に把握・分析し、必要に

応じて商品の改廃や料率・引受基準の見直しを行っていま

す。加えて、内部監査部が行う内部監査や保険引受部門に

よる点検により、各部門が基準や権限に沿って引受を適切

に行っているかを定期的に確認しています。また、適正な責

任準備金や支払備金を積み立てるとともに、再保険を利用

して保険引受の集積リスクの分散と当社が保有する保険引

受リスクの軽減を図っています。

（再保険について）

再保険とは、保険金支払責任の一部または全部を他の

保険会社に転嫁する仕組みで、保険会社間で行う保険取引

です。当社が再保険を利用して他社にリスクを転嫁する場合

（出再）には、再保険会社の倒産などにより再保険金が回収

不能とならないよう個々の出再先の信用力を確認するとと

もに、特定の再保険会社に過度のリスクが偏らないよう出再

先の分散を図っています。例えば、代表的な集積リスクの「地

震災害リスク」については、傷害保険では特約再保険による

出再を行っています。また、火災保険と同時に引き受ける地

震保険では日本地震再保険株式会社に出再し、さらに再々

保険として損害保険会社各社と日本の政府に出再していま

す。一方、当社が再保険の引受を行う場合（受再 ）には、

リスクの内容・保険金額・再保険料（率）・再保険手数料・

受再したリスクの出再による危険分散の方法などを慎重

に判断して引受の可否を決定しています。

保険引受リスク

管理対象リスク

経済情勢や保険事故の発生率などが保険料設定時の予測に反して変動するこ

とにより損失を被るリスク

金利リスク、価格変動リスク、為替リスクなど、保有する資産・負債の価格が、

金利、有価証券等の価格、為替等の様々な市場のリスクファクターの変動によ

り変動し損失を被るリスク

信用供与先の財務状況の悪化などにより、保有する資産の価値が減少ないし

消失し損失を被るリスク

手続に定められたとおりに事務処理を行うことを怠る、過失を犯す、あるいは

不正を働くことなどにより、または、実務規定の整備が不十分、あるいは規定

する業務プロセス自体に不備があることに起因して不適切な事務が行われる

ことにより、お客様に損失が発生するリスクおよび損失を被るリスク

コンピュータシステムのダウン、誤作動、不正使用等により損失を被るリスク、

および情報セキュリティの不備によるお客様や会社に関する情報の毀損、漏え

いにより損失を被るリスク

保険料収入の減少、大量・大口解約に伴う支出、巨大災害での資金流失等によ

り資金繰りが悪化し、資金の確保に支障をきたす資金繰りリスク

市場の混乱等により取引ができない、あるいは通常よりも著しく不利な価格で

取引を余儀なくされることにより損失を被る市場流動性リスク

社外に委託している業務に関して、当社の業務の適切な運営または適正な品質

を確保できなくなる事態が生じることにより損失を被るリスク

マスコミ報道・風評等に起因して、会社の信用やブランド価値等が悪化し、契

約の減少・解約の増加といったお客様離れや会社の業績に悪影響が生じるな

どの事態が発生するリスク

予測を超える自然災害、不慮の事故、テロ等による非常災害に対する予防・減

災対策や危機対応体制が整備されていないことにより事業の継続が困難にな

るリスク

法令・規制・規則・関連自主規制および行動規範等に準拠しなかった結果とし

て会社が受ける法律上または規制上の処罰、財務的損失あるいは評判の低下

を被るリスク

保険引受リスク

資産運用リスク

市場リスク

信用リスク

オペレーショナルリスク等

事務リスク

システムリスク

流動性リスク

外部委託リスク

レピュテーショナルリスク

災害リスク

コンプライアンスリスク

リスクカテゴリー 内　容
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保有する資産の価値の変動や、運用資産の管理が適切に行

われていないことなどに起因した損失の発生を回避・抑制す

るために、市場リスク・信用リスクの管理を行い、健全な資産

運用に努めています。また、保険期間が長期の医療保険の増

加という負債特性の変化を踏まえ、資産と負債を総合的に管

理する取り組みを行っています。

〈市場リスク〉
市場リスクの主なリスクファクターである金利リスク、価格

変動リスク、為替リスクについて、個々にリスクの状況を把

握・管理しています。また、金利、為替、株価などの異なるリス

クを可能な限り統一的な尺度で把握して市場リスク全体を総

合的に管理するために、ベーシス・ポイント・バリュー（BPV）

を用いた感応度分析やバリュー・アット・リスク（VaR：予想

最大損失額）の計測を行っています。VaRについては一定のリ

スク・リミットやアラームポイントを設けて、市場リスク全体の

リスク量が過度に大きなものとならないよう管理しています。

また、VaRは通常の金融市場環境を前提にして計測するもの

であるため、VaRを補完するものとして、予想を超える金利、

為替、株価の変動を想定した場合の損失額を把握するストレ

ステストを実施しています。これらの計測結果は、投融資委

員会ならびに統合リスク管理委員会に定期的に報告され、経

営陣が市場リスクの状況を定期的にモニタリングする体制と

しています。

〈信用リスク〉
資産の健全性を確保するために資産の自己査定に関する

規定を制定し、自己査定の基準と体制を明確にするととも

に、定期的に実施する自己査定の結果にもとづいて適切な

引当・償却を行っています。

オペレーショナルリスクは、当社の業務に多種・多様に内在

する特性をもつリスクです。当社では、以下のリスクを統合リ

スク管理の対象リスクとしています。また、毎年 1回、会社のビ

ジネスに影響を及ぼす可能性のある重要なリスク項目の洗い

出しと評価を実施し、対策をとる必要があるリスク項目への対

応計画を策定することにより、リスクの軽減または解決に取り

組んでいます。

〈事務リスク〉
各種規定類や事務処理マニュアル等を整備するとともに、

各部門が実施する自主点検などを通じて事務管理や業務処理

の水準の維持・向上に取り組んでいます。また、各部門で発生

した事務ミスやトラブルに起因した事務事故の報告ルールを定

め、情報を社内で共有し再発防止を図るとともに、必要に応じ

てミスの原因となった手続きや手順を見直すことにより、事務

リスク顕在化の未然防止とリスク抑制に努めています。

〈システムリスク〉
万一のシステム障害の発生に備えて主要なシステム機器・

ネットワーク構成・通信回線を二重化しているほか、セキュリ

ティ IDによる入退室管理、アクセス制御によるコンピュータ

使用管理などの諸対策の実施を通じて、システムの安全確保

と情報資産の保護に努めています。また、システム監査等に

より、それらの状況を定期的にモニタリングしています。

〈流動性リスク〉
日々の資金繰りを管理するほか、将来のキャッシュ・フロー

の予測を行い、巨額の保険金支払いなどが発生した場合で

もそれに対応できる流動性のある資産を十分に確保するよ

うに努めています。

〈外部委託リスク〉
適切な外部委託を実施するために、委託決定と委託先の選

定・評価・契約を行う際に必要な事項を社内規定に定めてい

ます。特に、お客様情報を含む業務を委託する委託先につい

ては、委託先を選定・評価するための当社独自の基準を設け、

お客様情報の安全管理措置の実施状況を十分に確認したう

えで委託を行っています。また、委託先に対する定期的なモ

ニタリングを実施し、外部委託リスク顕在化の未然防止とリ

スク抑制に努めています。

〈レピュテーショナルリスク〉
当社あるいは当社の業務に関わる情報を適時・適切に発信

または開示することを通じて経営の透明性を高めるよう努めて

います。また、当社あるいは当社の業務に関わる風評やその拡

大につながる恐れのある事態が発生した場合の報告や対応を

明確にすることにより、リスクの軽減および拡大防止に備えてい

ます。

〈災害リスク〉
首都圏直下型地震などの大規模な自然災害や新型インフル

エンザなどの感染症の発生を想定した事業継続計画（Business 

Continuity Plan）を策定しています。また、事業継続計画の実効

性を確保するための全社的な緊急連絡訓練や重要業務を対象

にした業務継続訓練を定期的に実施しています。

当社では、コンプライアンスに関わる問題行為を防止、発

見、対処する仕組みを構築したうえ、その仕組みが有効に機

能しているかを定期的に点検・評価し、改善が必要とされた

事項に対する対策を講じることによって、コンプライアンス

リスクの回避・軽減を図っています。

資産運用リスク

オペレーショナルリスク等

コンプライアンスリスク
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責任準備金の積立の適切性を確保する体制6

資産の運用5
当社は、収受した保険料などについて、保険金支払いの備

えとして重要であることから、その運用にあたっては、安全

性および流動性に留意しています。

2010年度は、安全かつ安定的な収益を確保すべく、格付

会社から「Ａ」以上の格付を取得している債券を中心に資産

運用を行い、1 ,271百万円の利息および配当金収入を確保し

ました。運用資産は、2011年 3月末現在で 7 7 ,9 4 9百万円

です。

当社では、責任準備金が健全な保険数理にもとづいて積

み立てられていることを確認するため、日本における保険計

理人が、社団法人日本アクチュアリー会の「損害保険会社の

保険計理人の実務基準」※1に従い、責任準備金が適正に積み

立てられていること、また、普通責任準備金および払戻積立

金が将来の保険債務の履行に支障を来すおそれがあると認

められない水準であることを確認しています。

特に、第三分野保険に属する医療総合保険等の保険期間

が長期の医療保険については、医療制度の変更や新型イン

フルエンザの流行といった環境変化の影響を受けやすく長

期的な不確実性を有していることから、将来のリスクに備え

十分な責任準備金を確保することが求められています。

当社では、これらの保険種目につきまして、過去の保険金

発生率の推移をもとに、統計的な手法を用いて合理的に将

来の保険金発生率を予測し、保険金発生率が通常の予測を

超える場合であっても、現在の責任準備金で賄うことが可能

な水準であることを確認しています※2。

これらにより、責任準備金が適正に積み立てられ、また十

分な金額が確保されていることを確認しており、責任準備金

および危険準備金を追加で積み立てる必要性は生じていま

せん。

※1「損害保険会社の保険計理人の実務基準」は、法令に従い社団法
　　人日本アクチュアリー会が作成し、金融庁が認定した基準です。
※2具体的には、平成 1 0年大蔵省告示第 2 3 1号にもとづき社内規
　　定を設けて、保険期間 1年超の長期第三分野保険についてのス
　　トレステストを実施しており、以下に示す①が②を下回らないと
　　き、「保険金発生率が通常の予測を超える場合であっても現在の
　　責任準備金で賄うことが可能な水準である」と判断しています。
　　① 責任準備金の基礎となっている予定保険金発生率にもとづ

く、将来 1 0年間の保険金推定額
　　② 実績保険金データを基礎として算出した、9 9 %の信頼度でカ

バーされる保険金発生率にもとづく将来 1 0年間の保険金推
定額
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コンプライアンス（法令等遵守）7

コンプライアンスの基本方針および行動指針
当社は、コンプライアンスを経営の重点方針に掲げ、当社

の役職員一人ひとりが日常においてコンプライアンスを実践

していくための原則・基準をまとめた、「アメリカンホーム 

コンプライアンス基本方針および行動指針」を策定し、役職

員への周知徹底を図っています。

コンプライアンス推進組織体制
当社では、コンプライアンスを推進するために、営業推進

部門から独立したコンプライアンスオフィサーを任命すると

ともに、コンプライアンスに関連する諸問題を部門横断的

な観点から検証するコンプライアンス委員会を設置してい

ます。また、法務・コンプライアンス部が会社全体のコンプ

ライアンスに係る教育・研修や内部管理態勢の点検・指導

を主導するとともに、コンプライアンスオフィサーが部門ご

とにコンプライアンス担当者を任命し、コンプライアンスオ

フィサーの指示のもと各部門の社員に対してコンプライア

ンスの重要性を周知徹底する体制としています。

コンプライアンス・プログラムの策定・実行
当社におけるコンプライアンスの推進は、事業年度ごとの

具体的な活動計画であるコンプライアンス・プログラムに

沿って実施されます。コンプライアンス・プログラムは、コン

プライアンスオフィサーが主催するコンプライアンス委員

会において策定され、実行されます。コンプライアンス委

員会は、コンプライアンス・プログラムの進捗状況を定期

的にモニタリングしています。

役職員のコンプライアンス意識の醸成
当社ではコンプライアンス・マニュアルを策定し、コンプ

ライアンスに関する当社の基本的な考え方および日々の業

務において役職員が守るべき法令や企業倫理などを具体的

にまとめています。また、社内イントラネットにコンプライア

ンス関連の情報が一覧できるページを設け、アメリカンホー

ム コンプライアンス基本方針および行動指針、コンプライ

アンス・マニュアル等を随時閲覧できるようにしています。

これらの内容を浸透させ、役職員のコンプライアンス意識

の醸成を図るために、全役職員を対象とするコンプライアン

スセミナーを各部門のコンプライアンス担当者が開催して

います。また、コンプライアンスに係るトピックを取り上げた

コンプライアンス・ニュースを定期的に発信するなどの活動

を行っています。

お客様から寄せられる苦情の検証
当社では、お客様から社内各部門に寄せられる様々なご

指摘や苦情を法務・コンプライアンス部で検証する体制を

とっており、不正・違法行為等の問題事案の早期発見ならび

にコンプライアンスの徹底に努めています。

内部通報ホットラインの設置
社内でコンプライアンス上の問題が発見された場合には、

速やかに上席者またはコンプライアンス部門に報告するこ

とが、全役職員に義務付けられています。これを補完するべ

く、「内部通報ホットライン」を設置し、直接コンプライアン

ス部門に報告することが可能になっています。

企業の社会的責任がますます重要視される中、当社では、損害保険事業のもつ高い社会性と公共性を認識し、社会から要

請される企業倫理を守り、「常にお客様視点で考え、お客様に信頼され、お客様に選ばれる会社になる」というビジョンの実

現に向けて、コンプライアンスの徹底に努めています。

コンプライアンス（法令等遵守）の体制

コンプライアンス基本方針

アメリカンホーム保険会社（以下、「当社」という）は、「常にお客様視点で考え、お客様に信頼され、お客様に選ばれる

会社になる」という当社のビジョンの実現を目指すために、企業の社会的責任として公正かつ適正な事業活動が不可欠で

あることを認識し、あらゆる局面において、社会の構成員として求められる価値観・倫理観によって誠実に行動することを

最優先します。当社は、当社の役職員が、日常においてコンプライアンスを実践していくための原則・基準を「コンプライ

アンス行動指針」に定め、法令やルールに基づいて公正かつ適正な事業活動を行っていきます。
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コンプライアンス行動指針

1.法令やルールの遵守
この行動指針をはじめ、法令、社内の規則・規定等を厳格に

遵守し、その背景にある精神を理解し、誠実に行動します。

2.お客様や取引先との取引に係る責務
（1）適法・公正な取引の実施
取引に関連する法令を遵守し、法令違反となる取引は実施し

ません。また、取引上の立場を利用して相手方に不公正な取引

を求める行為を行いません。

（2）公正かつ自由な競争の実践
公正かつ自由な競争を行い、すべてのお客様に公平に接し、

お客様ニーズの正しい把握と最適な商品・サービスの開発、提

供に努めます。

（3）知的財産権の尊重
著作権、商標権、特許権その他の知的財産権を尊重し、許諾

を得ぬまま使用したり、所定の目的以外に使用したりしません。

（4）契約の遵守
締結された契約を適正に履行するために必要な事項を誠実

に実施します。

（5）架空取引・背任の禁止
会社のための業務の遂行にあたり、業務で使用する帳簿・

書類等に架空の取引を記載する、あるいは改ざんする等の行

為は行いません。また、自己または第三者の利益を図り、会社

に損害を与える行為は行いません。

（6）窃盗・私文書偽造の禁止
会社、取引先、お客様等が保有・管理している物品、書類そ

の他の情報を窃取する行為、契約書および重要文書等の権利

義務に関する文書を偽造する行為または印影の不正使用を行

いません。

3.情報の取扱いに係る責務
（1）適正な情報管理
業務上入手した情報は、社内の規則・規定等に則り、適正に

管理します。特に、個人情報およびお客様の情報については、

法令等の定めおよびその精神に従い、厳重に管理し、取得目的

以外の利用は行いません。

（2）適切な情報開示・説明
財務内容や事業活動の状況等の経営情報を適時・適切に開

示するとともに、会社の経営理念および経営方針を明確に伝

え、消費者や事業に関わる利害関係者等との相互理解や信頼

の向上に努めます。

（3）正確な情報・記録の作成
適切な情報開示・説明を行うために、経営情報や会計処理

に係る情報や記録の作成は正確に行います。故意に事実と異

なるように操作する等の不正処理は行いません。

（4）インサイダー取引（内部者取引）の禁止
業務上知り得た未公表の重要情報を、会社および個人の資

産運用あるいはその他の私的経済行為に利用しません。

4.企業市民としての責務
（1）反社会的勢力との関係断絶
反社会的勢力および団体とは一切の関係をもたず、不当な

要求等に対しては毅然とした態度で臨み、断固として拒否しま

す。また、犯罪収益によるものと思われる疑わしい取引に適切

な対応をとることにより、資金洗浄（マネーロンダリング）の防

止に努めます。

（2）政治献金等に関わる法令・規制の遵守
政治献金や各種団体等への寄付、公務員（みなし公務員およ

び外国公務員も含む、以下同じ）と同席する飲食または贈答な

どを行う際は、関連する法令・規制を遵守し、正規の方法以外

の行為は行いません。

（3）接待・贈答等の制限
業務上の立場を利用して金品その他の不正な利益を得るこ

とや、社会儀礼の範囲を超える接待・贈答を行ったり、受けた

りしません。

（4）公私のけじめ
業務遂行にあたって常に公私の別を考えて行動します。

（5）人権の尊重・差別の禁止
人権を尊重し、人種、国籍、性別、年齢、職業、地位、思想、信

条、宗教、身体的なハンディキャップの有無等による非合理な

あらゆる差別を行いません。

（6）社会貢献および環境への配慮の実践
企業が社会の中で存続・発展し得る存在であることを自

覚し、地域・社会との良好な関係を築き、その一員として相

互発展を目指します。また、省エネルギー、省資源、廃棄物削

減、リサイクル活動を推進し、事業活動に伴う環境負荷の軽

減に努めます。

5.社員への責務
（1）ハラスメントの禁止
性的嫌がらせまたは性的嫌がらせと誤解されるおそれのあ

る行為、また、暴力、罵声、誹謗・中傷、威迫、妨害、強要、無視

等のあらゆるハラスメント行為を禁止します。

（2）職場の安全衛生・健全な環境の維持
労働関係法令および労働協約等を遵守し、安全で衛生的な

職場環境の整備に努め、働きやすい健全な職場環境の維持に

努めます。また、社員の人権・個性・多様性を尊重し、公平・公

正な人事を行います。

（3）内部通報者の保護
この行動指針のほか、法令、社内の規則・規定等に対する違

反等不適切な取扱いや社会正義に反することについて、内部

通報制度を利用して報告・相談した役職員に対し、通報したこ

とを理由に一切の不利益な取扱いを与える行為を禁止します。 

6.経営上の責務
（1）的確な危機対応の実行
事業活動を行う中で社会的に重大な問題が発生したとき

は、その事実・原因を迅速かつ正確に把握し、適切な対応措置

および再発防止策を講じるとともに、お客様や取引先等の利

害関係者や社会に対して的確に情報を開示し、説明責任を果

たすことに努めます。

（2）周知徹底と指導の実践
経営陣は、この「コンプライアンス行動指針」に則ってコン

プライアンスが実践されることが自らの責務であることを認

識したうえで率先垂範し、その周知徹底と遵守のための指導

に努めます。
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当社は、当社の社会的責任を果たすため、暴力、威力と

詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または

個人（以下「反社会的勢力」といいます）との関係を遮断し

排除していくことは、必要かつ重要であることを認識して

います。また、反社会的勢力との関係を断絶し排除してい

くことは、当社に対する公共の信頼を維持し、当社の業務

の適切性および健全性の確保のためにも不可欠であるこ

とも認識しています。

そこで、反社会的勢力による被害を防止するための基本方

針を以下のとおり定めています。

反社会的勢力による被害を防止するための体制

当社は、当社または当社のグループ会社とお客様の間、

ならびに、当社または当社のグループ会社のお客様相互間

における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等およ

び以下の利益相反管理方針に従い、お客様の利益を不当に

害することのないよう適切に業務を遂行します。

利益相反管理体制

反社会的勢力による被害を防止するための基本方針

1.   反社会的勢力による不当要求は、日本における代表者
等の経営陣以下、組織全体として対応する。

2.   反社会的勢力による不当要求に対応する社員の安全を
確保する。

3.   反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警
察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専
門機関と緊密な連携関係を構築する。

4.   反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係をも

たず、不当要求は拒絶する。
5.   反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事
の両面から法的対応を行う。

6.   反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事
や社員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を
隠蔽するための裏取引を行わない。

7.   反社会的勢力への資金提供は行わない。

利益相反管理方針

1．利益相反管理の対象となる取引（対象取引）

当社は、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれ
のある取引（以下「対象取引」といいます。）として、以下
の①②に該当するものを管理いたします。
①  お客様の不利益のもと、当社または当社のグループ会
社が利益を得ている状況が存在すること

②  上記①の状況がお客様との間の契約上または信義則
上の地位に基づく義務に反すること

2.対象取引の特定等

当社は、お客様との取引が対象取引に該当するか否か
につき、お客様との取引を行う部門から独立した利益相
反管理統括者および利益相反管理部門により、適切な特
定を行います。
利益相反管理統括者による対象取引に該当するか否
かの特定は、お客様から頂いた情報等個別具体的な事情
を踏まえて行いますが、例えば以下の①②のような取引
は、対象取引に該当する可能性があります。
①  お客様と当社または当社のグループ会社の利害が対
立する取引

②  お客様と当社または当社のグループ会社の他のお客
様との利害が対立する取引

3.利益相反管理体制および管理方法

当社は、適正な利益相反管理の遂行のため、当社に利
益相反管理統括者および利益相反管理部門を設置し、対
象取引の特定および管理を一元的に行います。
また、対象取引の管理は、以下に掲げる方法その他の

措置を利益相反の特性に応じ選択し、または組合わせて
講じることにより行います。
①  対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を
分離する。

②  対象取引またはお客様との取引の条件または方法を
変更する。

③  対象取引またはお客様との取引を中止する。
④  対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるお
それのあることについて、お客様に適切に開示する。

4.利益相反管理の対象となる会社の範囲

当社のグループ会社であるエイアイユー インシュアラ
ンス カンパニー、富士火災海上保険株式会社などが利
益相反管理の対象となります。
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人材の育成と活用の取り組み8

当社では、常にお客様視点で考え、お客様の信頼を得て「お客様に選ばれる会社」になる、というビジョンを実現するために、

様々な形で人材の育成と活用に取り組んでいます。

当社が目指す社員像
　当社の行動指針を実践するために必要な考え方およびスキ

ルを備えた社員の育成をしています。

①  お客様満足を第一に考え、行動することのできる顧客志

向をもった社員

② 誠実に、かつ責任感を強くもち、約束を守る社員

③ 気遣いをもって、すべての人に接することのできる社員

④ 高い志をもち、チャレンジを続ける社員

⑤ スピードをもって決断し、実行する社員

社員のキャリア形成
プロフェッショナルとしてのスキルを身につけた人材を育

成するために、社員の自立的なキャリア形成のための教育や

研修のプログラムを用意しています。社員は、各自の能力開

発プランにもとづいて、それらの中から必要なプログラムを

主体的に受講することができます。また、会社が認定した資

格を取得した際に受験料や奨励金を支給し、社員の自己啓

発を支援しています。

目標管理と人事評価
社員個人の成長と目標の達成への意欲的な取り組みを促

進するために、担当する仕事（職務）の内容によって職務等

級を設定し、年齢・性別、社歴の長さなどに関係なく、仕事

に対する成果と能力を正確に見極め、公平で透明性の高い

評価を実現するよう努めています。評価は、納得性の高い評

価を実践するために、年度ごとに目標を設定し、定期的にレ

ビューを行い、結果は、上司からフィードバック面談で通知

されます。

ワークライフバランス
社員が、仕事とプライベートをうまく調和させ、仕事だけ

でなく家庭や地域生活などにおいても充実した生活を送り、

ライフステージに応じた自らの望む生き方を支援するため

に、出産・育児・介護などのための各種支援制度を設けてい

ます。また、社員の多様なニーズに幅広く応えられることが、

企業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確保・育成・

定着の可能性を高めるという認識のもと、従業員満足（ES：

Employee Satisfaction）の向上にも取り組んでいます。

主なプログラム
●階層別研修

AHAオリエンテーション、新入社員導入研修、新入社員フォ

ローアップセミナー、中堅社員研修、管理職者研修、リーダー

シップ研修など

●ビジネススキル研修

ロジカルシンキング、ファシリテーション＆問題解決、プレ

ゼンテーションスキルなどビジネスに直結するスキル向上

のための研修

●ビジネス知識研修

損害保険の基礎知識や損害サービスに必要な医療知識な

ど保険実務に携わるものとして習得すべき知識習得のため

の研修

●職場体験プログラム

部門間の相互理解や仕事のやり方の見直しを図り、さらに大

きな成果に結びつけるために行う所属部門以外の職場体験

交流

●人権啓発研修

ハラスメントのない職場づくりや様々な価値観や多様な個

性を尊重し合える企業風土の定着などをテーマにした研修

●その他

英語研修〈ICP：International Communication Program〉、通信

教育〈SD（Self Development）〉講座、メンタルヘルス研修、経

営陣と直接対話をするタウンフォーラムなど
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NY Training、海外研修

中途入社者必須新卒入社者必須 選択／部門別必須コース

リーダーシップセミナー

部門長セミナー

リーダーシップスキル向上プログラム
（アドバンス）

新任ラインマネジャー研修

キャリアレビューワークショップ

リーダーシップスキル向上プログラム
（ベーシック）

経営フォーラム（ラウンドテーブル）

タウンフォーラム

商品知識セミナー

アメリカンホーム
オリエンテーション

フォローアップセミナー

メンターシップセミナー

配属部門別 導入研修

アメリカンホーム新入社員
導入研修

中堅社員ビジネススキルアップ
プログラム

ロジカルシンキング & プレゼンテーション

会計の基本

マーケティング

7つの習慣

人を育てるリーダーシップセミナー 

コヴィーリーダーシップ：
7つの習慣セミナー

  

ブレークスルーシンキングセミナー

影響力向上セミナー

プロジェクトマネジメントセミナー

プレゼンテーションセミナー

ブレークスルー思考セミナー

ファシリテーション&
問題解決セミナー

社内講師養成セミナー

採用面談スキルセミナー

ロジカルシンキングセミナー

保険金サービス：
コミュニケーションスキルセミナー

保険金サービス：
電話応対セミナー

タイムマネジメントセミナー

Executive
Manager

Senior
Manager

Manager

中堅社員

新規入社者

）
修
研
語
英
（Ｐ
Ｃ
Ｉ

Ｄ
Ｓ

座
講

保険金サービス：
医療知識（基礎・応用）研修

保険金サービス：
医研/自研センター研修
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日本における事業の経過および成果

2010年度の日本経済は、2009年からの外需と経済対策の効

果の影響で回復基調にあり、猛暑の効果も回復を後押ししました

が、秋に入ると猛暑の効果の反動やエコカー補助金終了の影響も

加わって、景気は足踏み状態となりました。

損害保険業界においては、少子高齢化などの影響による国内

市場の成熟化、自動車保険の支払保険金の増加、また、円高や株

価低迷に伴う資産運用環境の低迷などにより、利益を生み出す

ことが困難な状況となっていました。さらに下半期にはエコカー

補助金の終了を受けた新車販売の低迷などの影響により、国内

保険市場の伸び率が低下するなど、非常に厳しい環境にありま

した。

そのような厳しい環境の中、当社の当年度の元受正味保険

料（収入積立保険料を含む）は、81,627百万円と前年度に比べ

1.9 %の増収となりました。

また、保険引受収益は 60 ,662百万円、資産運用収益が 2 ,034

百万円、その他経常収益が 108百万円となり、これらを合計した

経常収益は前年度に比べ 3 ,065百万円増加し 62 ,805百万円と

なっています。

一方、経常費用は、保険引受費用が 30 ,074百万円、資産運用

費用が 400百万円、営業費および一般管理費が 30,890百万

円、その他経常費用を 53百万円計上した結果、前年同期に比べ

1,584百万円増加し、61,418百万円となっています。

この結果、前年度は 93百万円の経常損失でしたが、当年度は

1,386百万円の経常利益となりました。一方、これに特別損益、

法人税および住民税、ならびに法人税等調整額を加減した当期

純損失は 935百万円と、前年度の当期純利益 161百万円に比べ

1 ,097百万円減少しました。

当社は、「常にお客様視点で考え、お客様から信頼を得て『お

客様に選ばれる会社』になる」をビジョンに掲げ、2010年度も引

き続きお客様に選んでいただけるような商品やサービスの開発・

改善に取り組んでまいりました。

自動車保険では、2010年4月に、事故が発生した際の初期対応

（相手の方への連絡、自動車修理工場・病院等への連絡）時間の

拡大を行いました。事故に遭われたお客様の事故直後のご不安

をできるだけ早く解消するために、平日 9時から17時までだった

事故対応時間を、土日・祝日を含め、9時から 22時まで※に時間

を拡大いたしました。※お客様から 21時までに新規にご報告いただいた案

件を対象とします。また、2010年 12月には当社ウェブサイトに、事故

の対応について寄せられたお客様の声、保険金支払担当者の思

いや事故の初期対応時間などに関する情報を掲載いたしました。

医療保険では、『みんなのほすピタる』を統一ブランドとして、

2011年 2月に商品ラインナップを再編し、「総合医療タイプ」「ガ

ンタイプ」の販売を開始しました。それぞれ、保険料から考えるタ

イプ（定期型 /終身型）と補償から考えるタイプ（定期型 /終身型）

をご用意し、お客様のニーズに合わせてお選びいただける内容と

なっています。

また、内部管理態勢強化の観点では、保険金の支払態勢や募

集文書の作成・審査態勢の強化・改善に継続して取り組んでい

ます。保険金の支払態勢では、保険金支払業務に関わる規定や

マニュアル等の整備をはじめ、保険金支払担当者のコミュニケー

ション力向上のための教育を継続して実施しています。募集文書

の作成・審査にあたっては、カスタマーリレーションシップセン

ターに日々寄せられるお客様の声や、消費者団体からのアドバイ

スをもとに、募集文書の作成や審査のためのマニュアル類を改善

し、お客様にとってよりわかりやすい募集文書の作成に努めてい

ます。さらに、「お客様満足（CS）向上委員会」においてお客様の

声や苦情を分析・検討し、商品やサービスの改善につなげるよう

取り組んでいます。

当年度の正味収入保険料は、6 0 ,101百万円と前年度に比

べ 3.3%の増収となりました。

一方、正味支払保険金は 2 3 ,9 5 5百万円となり、正味損害

率は 4 4.0 %と、前年度に比べ 2.2ポイント上昇しました。東

日本大震災による支払保険金の増加および支払備金の計上は

軽微ではありましたが、傷害保険、自動車保険ともに支払保険

金が増加いたしました。保険引受に係る営業費および一般管

理費は 3 0,8 4 2百万円となり、正味事業費率は 5 0. 2 %と、前

年度に比べ 2.1ポイント上昇しました。これらに収入積立保険

料、支払備金繰入額および責任準備金繰入額等を加減した保

険引受損失は、前年度に比べ 6 3 0百万円減少し、2 5 4百万円

となっています。

保険引受の概況

自動車保険

リスク細分型自動車保険は、元受正味保険料が 17,14 3百万円

と前年度に比べ 1.3 %の減収、正味収入保険料が 2,5 81百万

円と前年度に比べ 0 .6 %の減収となっています。また、正味損

害率は 114.1%と前年度に比べ 1.9ポイント上昇しています。

医療・傷害保険

医療・傷害保険は、元受正味保険料（除く収入積立保険料）は

6 3 ,6 0 2百万円と前年度に比べ 2.8 %の増収、正味収入保険

料は 5 7 ,272百万円と前年度に比べ 3.5 %の増収となってい

ます。また、正味損害率は 4 0.8 %と前年度に比べ 2.3ポイント

上昇しています。

主な保険種目別の概況

日本における直近の事業年度における事業の概況

日
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当年度末の総資産は前年度末に比べ 1 ,3 4 4百万円増加

し 8 6 ,6 0 8百万円となり、このうち、有価証券等の運用資産

は、前年度末に比べ121百万円増加し7 7,9 4 9百万円となっ

ています。

当年度の利息及び配当金収入は 1 ,271百万円となり、有

価証券売却損益等を含めた資産運用収益は 2 ,0 3 4百万円

と前年度に比べ 6 61百万円増加しました。一方、資産運用費

用は 4 0 0百万円と前年度に比べ 5 3百万円減少しています。

今後の継続課題

ビジョンに掲げる「お客様に選ばれる会社」の達成に向け、

次の課題に継続して取り組んでまいります。

● お客様のニーズに合った新しい商品やサービスの開発

●お客様にとって「わかりやすい」広告および募集文書の作成

● お客様に対して親身でホスピタリティ溢れる電話対応の

提供

● お客様にとって利便性が高く、解決に向けたスピーディー

な事故対応サービスの提供

● お客様サービスおよび業務効率の向上を実現するための

システム基盤の整備

また、今後とも適切な保険引受、堅実な資産運用、および

業務効率化の推進等を通じて、お客様にご安心いただける

さらに強固で健全な経営基盤の確保に努めてまいります。

元受正味保険料（含む収入積立保険料）
（増減率）

正味収入保険料
（増減率）

経常収益

経常利益（△は経常損失）

当期純利益 （△は当期純損失）

正味損害率

正味事業費率

運用資産利回り

持込資本金

純資産額

総資産額
（積立勘定として経理された資産額）

責任準備金残高

貸付金残高

有価証券残高

ソルベンシー・マージン比率

従業員数

80,520
（5.4%）

53,131
（9.0%）

54,261

△ 5,369

△ 5,471

33.3%

64.4%

1.97%

3,404

9,948

65,807
（405）

30,677

4

46,649

885.1%

796名

2006年度

82,656
（2.7%）

57,301
（7.8%）

59,413

△ 257

△ 2,383

33.8%

57.3%

2.01%

3,404

6,193

67,246
（370）

37,523

4

55,626

706.6%

891名

2007年度 2008年度

（単位：百万円）

項　目

82,889
（0.3%）

59,042
（3.0%）

61,052

4,180

3,744

37.8%

43.7%

1.92%

3,404

9,590

73,644
（317）

42,712

3

59,540

821.1%

923名

2009年度

80,075
（△ 3.4%）

58,158
（△1.5%）

59,740

△ 93

161

41.8%

48.1%

1.84%

3,404

11,711

85,264
（243）

46,974

3

70,325

965.9%

981名

2010年度

81,627

（1.9%）

60,101

（3.3%）

62,805

1,386

△935

44.0%

50.2%

1.64%

3,404

8,289

86,608

（190）

51,104

1

72,280

864.7%

961名

（注）本報告書（以下の諸表を含む）における各計数の表示および計算は次のとおりです。
　　（1）保険料等の金額は記載単位未満を切り捨てて表示し、増減率等の比率は小数点第 2位を四捨五入し小数点第 1位まで表示しています。
　　（2）正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料
　　（3）正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料

日
本
に
お
け
る
直
近
の
5
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標

日本における直近の5事業年度における主要な業務の状況を示す指標

資産運用の概況

（注）本報告書（以下の諸表を含む）における各計数の表示および計算は次のとおりです。
（1）保険料等の金額は記載単位未満を切り捨てて表示し、増減率等の比率は小数点第２位を四捨五入し小数点第１位まで表示しています。
（2）正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料
（3）正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料
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貸借対照表

（負債の部）

保険契約準備金 

　支払備金

　責任準備金

その他負債 

　共同保険借

　再保険借

　外国再保険借

　未払法人税等

　預り金

　未払金

　仮受金

　資産除去債務

退職給付引当金

役員退任慰労引当金

賞与引当金

価格変動準備金 

負債の部合計 

（純資産の部）

持込資本金 

供託金

剰余金（△は欠損金）

　任意積立金

　繰越利益剰余金

持込資本金等合計 

　その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

2009年度末科　目 2009年度末2010年度末 2010年度末科　目

（単位：百万円）

（資産の部）

現金及び預貯金 

　現金

　預貯金

有価証券 

　国債

　地方債

　社債

　株式

　外国証券

　その他の証券

貸付金 

　保険約款貸付

有形固定資産

　その他の有形固定資産

その他資産

　未収保険料

　代理店貸

　共同保険貸

　再保険貸

　外国再保険貸

　代理業務貸

　未収金

　未収収益

　預託金

　地震保険預託金

　仮払金

　その他の資産

繰延税金資産

貸倒引当金

資産の部合計

7,498

0

7,498

70,325

6,806

9,166

28,592

2,075

22,915

769

3

3

197

197

7,137

0

74

10

116

3,773

0

1,694

293

422

38

700

12

102

△ 1

85,264

62,262

15,287

46,974

9,211

32

538

4,068

229

231

3,694

417

－

1,001

179

520

376

73,553

3,404

200

7,359

28,072

△ 20,712

10,963

747

747

11,711

85,264

5,667

0

5,666

72,280

10,814

6,897

34,358

195

19,136

877

1

1

193

193

7,413

181

58

12

190

3,779

0

1,695

276

393

41

765

18

1,095

△ 43

86,608

65,908

14,804

51,104

10,207

29

556

4,042

1,234

272

3,405

430

236

1,108

100

503

489

78,318

3,404

200

4,744

26,392

△ 21,647

8,348

△ 58

△ 58

8,289

86,608

日本における直近の2事業年度の貸借対照表

日
本
に
お
け
る
直
近
の
2
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表

  1． 有価証券の評価基準および評価方法は次のとお
りです。

（1） その他有価証券のうち時価のあるものの評
価は、期末日の市場価格等にもとづく時価

法により行っています。

なお、評価差額は全部純資産直入法により

処理し、また、売却原価の算定は移動平均

法にもとづいています。

（2） その他有価証券のうち時価のないものの評
価は、移動平均法にもとづく原価法または償

却原価法により行っています。

  2． 有形固定資産の減価償却は定率法により行って
います。

  3． 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算は、
外貨建取引等会計処理基準に準拠して行ってい

ます。

  4． 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備え

るため、資産の自己査定基準および償却・引当

基準にもとづき、次のとおり計上しています。

破産、特別清算、手形交換所における取引停止

処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生

している債務者に対する債権および実質的に経

営破綻に陥っている債務者に対する債権について

は、債権額から担保の処分可能見込額および保

証による回収が可能と認められる額等を控除し、

その残額を計上しています。

今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められ

る債務者に対する債権については、債権額から

担保の処分可能見込額および保証による回収が

可能と認められる額を控除し、その残額のうち、

債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認

められる額を計上しています。

上記以外の債権については、過去の一定期間に

おける貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債

権額に乗じた額を計上しています。

また、すべての債権は資産の自己査定基準にもと

づき、各資産所管部署が資産査定を実施し、当

該部署から独立した内部監査部が査定結果を監

査しており、その査定結果にもとづいて上記の計

上を行っています。

  5． 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備える
ため、当期末における退職給付債務および年金

資産の見込額にもとづき、当期末において発生し

ていると認められる額を計上しています。

過去勤務債務は、その発生時に一時の費用とし

て処理しています。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数による定率法

により、発生年度から費用処理を行っています。

  6． 役員退任慰労引当金は、役員の退任慰労金の支
払いに備え、内規にもとづく当期末要支給額を計

上しています。

（貸借対照表の注記）
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日
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に
お
け
る
直
近
の
2
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表

  7． 賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため、当
期末における支給見込額を基準に計上していま

す。

  8． 価格変動準備金は、株式等の価格変動による損
失に備えるため、保険業法第 115条の規定にも
とづき計上しています。

  9．消費税等の会計処理は税込方式によっています。

10． 所有権移転外ファイナンス･リース取引のうち、リー
ス取引開始日が 2008年 4月 1日前に開始する
事業年度に属するものについては、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によっていま

す。

11． （１） 貸付金のうち、破綻先債権および延滞債権
はありません。

なお、破綻先債権とは、元本または利息の

支払の遅延が相当期間継続していることその

他の事由により元本または利息の取立てま

たは弁済の見込みがないものとして未収利息

を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った

部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」

という）のうち、法人税法施行令（昭和 40 
年政令第 97号）第 96条第 1項第 3号イか
らホまで（貸倒引当金勘定への繰入限度額）

に掲げる事由または同項第 4号に規定する
事由が生じている貸付金です。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金

であって、破綻先債権および債務者の経営再

建または支援を図ることを目的として利息の

支払を猶予した貸付金以外の貸付金です。

（2） 貸付金のうち、3ヵ月以上延滞債権はありま
せん。

なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本または
利息の支払が、約定支払日の翌日から 3月
以上遅延している貸付金で破綻先債権およ

び延滞債権に該当しないものです。

（3） 貸付金のうち、貸付条件緩和債権はありませ
ん。

なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経

営再建または支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済

猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな

る取り決めを行った貸付金で、破綻先債権、

延滞債権および３ヵ月以上延滞債権に該当し

ないものです。

12． 有形固定資産の減価償却累計額は 629百万円で
す。

13． 担保に供している資産は、有価証券 207百万円
です。

14． 退職給付に関する事項は次のとおりです。
（1）退職給付債務及びその内訳

退職給付債務 △ 2,346百万円
年金資産  939百万円
未積立退職給付債務 △ 1,407百万円
未認識数理計算上の差異  298百万円
退職給付引当金 △ 1,108百万円

（2）退職給付債務等の計算基礎
退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.00%
期待運用収益率 0.00%
数理計算上の差異の処理年数  5年

15． 繰延税金資産の総額は 1,095百万円です。
また、繰延税金資産の総額から評価性引当金と

して控除した額は 6,651百万円です。
繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、責任

準備金 6,239百万円、支払備金 352百万円、価
格変動準備金 175百万円、退職給付引当金 397
百万円、賞与引当金 180百万円、有価証券評価
損 90百万円、その他 276百万円です。

16.   当期末における支払備金および責任準備金の内
訳は次のとおりです。

（支払備金）

支払備金（出再支払備金控除前、

（ロ）に掲げる保険を除く）  26,703百万円
同上に係る出再支払備金 11,908百万円
差引 （イ）  14,795百万円
地震保険及び自動車損害賠償責任保険

に係る支払備金 （ロ） 8百万円
計 （イ＋ロ）   14,804百万円
（責任準備金）

普通責任準備金

（出再責任準備金控除前） 30,980百万円
同上に係る出再責任準備金   7,556百万円
差引 （イ） 23,424百万円
その他の責任準備金 （ロ）  27,679百万円
計 （イ＋ロ）  51,104百万円

17.   持込資本金は、日本国内に持ち込んだ金額のう
ち、保険業法第 197条の自己資本に相当するも
のです。

18．金融商品に関する事項は次のとおりです。
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社は、保険業法にもとづく損害保険事業

を行っています。金融資産については、安定

的な投資収益の確保のため、公社債・外国公

社債の投資資産を保有しています。

② 金融商品の内容およびそのリスク
当社が保有する金融資産は主として有価証

券、現金及び預貯金です。保有する有価証券

は主に日本国債、地方債、政府保証債であり、

金利変動リスクに晒されています。なお、有

価証券の中には信用リスクのある事業債、外

国債券も保有しています。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
a．信用リスクの管理
当社は、有価証券の信用リスクについては、

資産運用リスク管理に関する諸規定に従い、

業務執行部門である経理財務本部が随時有

価証券の発行体の信用情報や時価の把握を

行い、定期的に社内の投融資委員会や統合

リスク管理委員会で経営陣に報告していま

す。また、業務執行部門から独立したリスク

管理部門であるリスク統括部がリスクの状況

を定期的にモニタリングしています。

b．市場リスクの管理
（a）金利リスクの管理
当社は、執行部会において決定された統合リ

スク管理方針にもとづき、市場リスクの管理

方法や手続等の詳細を明記した市場リスクに

関する管理規定を定めています。これに従い、

業務執行部門である経理財務本部が随時金利

リスクの管理を行い、定期的に社内の投融資

委員会や統合リスク管理委員会で経営陣に報

告しています。また、業務執行部門から独立

したリスク管理部門であるリスク統括部がリ

スクの状況を定期的にモニタリングしていま

す。

（b）価格変動リスクの管理
当社は、価格変動リスクの管理を行うため、

執行部会において決定された統合リスク管

理方針にもとづき、その他有価証券に限定し

たリスク許容量を設定しています。経理財務

本部はこの範囲内で価格変動リスクの管理

を行い、定期的に社内の投融資委員会や統

合リスク管理委員会で経営陣に報告していま

す。また、リスク統括部がリスクの状況を定

期的にモニタリングしています。

c．資金調達に係る流動性リスクの管理

当社は、流動性リスクに関する管理規定に

従い、経理財務本部が資金繰り計画の作成・

更新を行い、定期的に社内の投融資委員会

や統合リスク管理委員会で経営陣に報告し

ています。また、リスク統括部がリスクの状

況を定期的にモニタリングしています。

④ 金融商品の時価等に関する事項について
の補足説明

金融商品の時価には、市場価格にもとづく

価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれています。当

該価額の算定においては一定の前提条件等

を採用しているため、異なる前提条件等に

よった場合、当該価額が異なることもありま

す。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2011年 3月31日における貸借対照表計上額、時
価およびこれらの差額については、次のとおりで

す。

（百万円）

貸借対照表
計上額

時価 差額

①有価証券 72,256 72,256 -
②現金及び
　預貯金 5,667 5,667 -

（注 1）金融商品の時価の算定方法
①有価証券

時価は取引所の価格または取引金融機関等

から提示された価格によっています。

②現金及び預貯金

満期の定めのない預貯金については、時価

は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっています。

（注 2）非上場株式（貸借対照表計上額 23
百万円）は、市場価値が無く、かつ将来キャッ

シュフローを見積ることができないことから

時価を把握するのは極めて困難と認められる

ため、時価開示の対象としていません。

19.   当期より、「資産除去債務に関する会計基準」（企
業会計基準第 18号　平成 20年 3月 31日）お
よび ｢資産除去債務に関する会計基準の適用指

針｣（企業会計基準適用指針第 21号　平成 20
年 3月 31日）を適用しています。
この結果、従来の方法によった場合に比べ、税

引前当期純利益が 236百万円減少しています。
また、当会計基準等の適用開始による資産除去

債務の変動額は 236百万円です。

20.   チャーティスグループ傘下の保険会社による株
式持合の解消のため、2010年 11月に、保有し
ていた富士火災海上保険株式会社株式 15百万
株について、アメリカン・ホーム・アシュアラン

ス・カンパニー本社に株式現物による送金を行

いました。当該取引により、貸借対照表において、

有価証券が 1,125百万円減少し、剰余金が 1,680
百万円減少した結果、損益計算書において、有

価証券売却益 555百万円が計上されています。

21.  金額は記載単位未満を切り捨てて表示していま
す。
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経常収益  
　保険引受収益  
　　正味収入保険料

　　収入積立保険料

　　積立保険料等運用益

　　支払備金戻入額

　　為替差益

　資産運用収益  
　　利息及び配当金収入

　　有価証券売却益

　　有価証券償還益

　　積立保険料等運用益振替

　その他経常収益 
　　貸倒引当金戻入額

　　その他の経常収益

経常費用  
　保険引受費用   
　　正味支払保険金

　　損害調査費

　　諸手数料及び集金費 
　　満期返戻金

　　契約者配当金 
　　支払備金繰入額

　　責任準備金繰入額

　　為替差損

　　その他保険引受費用

　資産運用費用 
　　有価証券償還損

　　為替差損

　営業費及び一般管理費 

　その他経常費用 
　　支払利息

　　貸倒引当金繰入額 
　　貸倒損失

　　その他の経常費用 
経常利益（△は経常損失）  

特別利益  
　　価格変動準備金戻入額

特別損失  
　　固定資産処分損

　　価格変動準備金繰入額

　　その他特別損失

2010年度

（単位：百万円）

経　

常　

損　

益　

の　

部

特
別
損
益
の
部

科　目

税引前当期純利益（△は税引前当期純損失）  

法人税及び住民税   

法人税等調整額   

法人税等合計   

当期純利益（△は当期純損失）   

前期繰越利益剰余金   

繰越利益剰余金   

2009年度

59,740

58,256

58,158
94

4
－

－

1,372

1,354
20

1
△ 4
111

1
109

59,834

29,553

21,901
2,437

△ 1,616
174

1
2,388
4,262

4
0

454

5
449

29,650

176

5
－

0
170
△ 93

307

307
3

3
－

－

210

60

△ 11

48

161

△ 20,873

△ 20,712

62,805

60,662

60,101
72

4
483

0
2,034

1,271
767

0
△ 4
108

－

108
61,418

30,074

23,955
2,500
△ 641

129
1
－

4,129
－

0
400

9
390

30,890

53

2
42

0
8

1,386

－

－

355

7
112
236

1,030

2,502

△ 535

1,966

△ 935

△ 20,712

△ 21,647

損益計算書

日本における直近の2事業年度の損益計算書

日
本
に
お
け
る
直
近
の
2
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書

（損益計算書の注記）
1.（1）正味収入保険料の内訳は次のとおりです。

収入保険料 81,558百万円
支払再保険料  21,456百万円
差引    60,101百万円

（2）正味支払保険金の内訳は次のとおりです。
支払保険金 36,725百万円
回収再保険金 12,769 百万円
差引 23,955百万円

（3） 諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりです。
支払諸手数料及び集金費 7,146百万円
出再保険手数料 7,788百万円
差引 △ 641百万円

（4） 支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は
次のとおりです。
支払備金繰入額（出再支払備金控除前、
（ロ）に掲げる保険を除く）   1,124百万円
同上に係る出再支払備金繰入額 1,615 百万円
差引　（イ）   △ 490百万円

地震保険及び自動車損害賠償責任保険
に係る支払備金繰入額（ロ）  7百万円
計（イ＋ロ）       △ 483百万円

（ 5） 責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入額）の
内訳は次のとおりです。
普通責任準備金繰入額
（出再責任準備金控除前）  79百万円
同上に係る出再責任準備金繰入額 △ 853百万円
差引　（イ）   933百万円
その他の責任準備金繰入額（ロ）  3,196百万円
計（イ＋ロ）  4,129百万円

（ 6） 利息及び配当金収入の内訳は次のとおりです。
預貯金利息 1百万円
有価証券利息・配当金 1,269百万円
貸付金利息 0百万円
その他利息  0百万円
計  1,271百万円

2 .   損害調査費ならびに営業費及び一般管理費として計上
した退職給付費用は 457百万円であり、その内訳は
次のとおりです。
勤務費用 240百万円
利息費用 42百万円
期待運用収益 －百万円
未認識債務の費用処理額 174百万円
計   457百万円

3.  「繰越利益剰余金」につきましては、繰越損失となってい
ますので、マイナス表示（△）しています。

4.  移転価格税制に関する修正税務申告を行い、追加の
法人税等の支払い 1,447百万円が発生しています。

5. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。
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営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益（△は損失）

減価償却費

支払備金の増減額（△は減少） 

責任準備金の増減額（△は減少） 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 

役員退任慰労引当金の増減額（△は減少） 

賞与引当金の増減額（△は減少） 

価格変動準備金の増減額（△は減少）

利息及び配当金収入  

有価証券関係損益（△は益）  

支払利息  

為替差損益（△は益）  

有形固定資産関係損益（△は益）

その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）
  の増減額（△は増加）

その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）
  の増減額（△は減少）

小　計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出

貸付金の回収による収入

資産運用活動計

（営業活動及び資産運用活動計）

有形固定資産の取得による支出

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

現金及び現金同等物期首残高

現金及び現金同等物期末残高

2010年度

（単位：百万円）

科　目 2009年度

210

80

2,388

4,262

△1

219

△4

27

△307

△1,354

△16

5

89

3

△1,582

3,023

7,042

1,350

△ 5

△ 164

8,222

△ 14,279

6,633

△ 5

4

△ 7,645

（576）

△ 53

△ 7,699

－ 

△ 89

433

7,065

7,498

1,030

76

△483

4,129

42

106

△79

△16

112

△1,271

△757

2

52

7

△287

△8

2,656

1,258

△ 2

△ 1,502

2,409

△ 15,701

11,591

△ 4

5

△ 4,108

(△ 1,698)

△ 80

△ 4,188

－ 

△ 52

△ 1,831

7,498

5,667

キャッシュ・フロー計算書

　該当ありません。

日本における直近の2事業年度のキャッシュ・フロー計算書

継続企業の前提に関する注記

日
本
に
お
け
る
直
近
の
2
事
業
年
度
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
注
記

（注記）
1.  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係は次のとおりです。         
現金及び預貯金 5,667百万円
預入期間が3ヵ月を超える定期預金   ̶百万円
現金及び現金同等物 5,667百万円

2.  投資活動によるキャッシュ･フローには、保険事業に係
る資産運用業務から生じるキャッシュ･フローを含んで
います。
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日
本
に
お
け
る
直
近
の
2
事
業
年
度
の
持
込
資
本
金
等
変
動
計
算
書

会
社
の
状
況
に
関
す
る
重
要
な
事
項　

／　

重
要
な
後
発
事
象

（単位：百万円）

前期末残高

当期の変動額

　本社からの送金

　本社への送金

　当期純利益

持込資本金等以外の項目の
当期の変動額（純額）

当期の変動額合計

当期末残高

持込資本金等 評価･換算差額等 

純資産
合計持込

資本金 供託金

剰余金 

任意
積立金

繰越利益
剰余金

剰余金
合計

持込
資本金等
合計

その他
有価証券
評価
差額金

評価・換算
差額等合計

2009年度  

3,404

　

－

－

－

－

　－

3,404

200

　

－

－

－

－

　－

200

28,072

　

－

－

－

－

　－

28,072

△20,873

　

－

－

161

－

　161

△20,712

7,198

　

－

－

161

－

　161

7,359

10,802

　

－

－

161

－

　161

10,963

△1,211

　

－

－

－

1,959

　1,959

747

△1,211

　

－

－

－

1,959

　1,959

747

9,590

　

－

－

161

1,959

　2,120

11,711

（単位：百万円）

前期末残高

当期の変動額

　本社からの送金

　本社への送金

　当期純利益

持込資本金等以外の項目の
当期の変動額（純額）

当期の変動額合計

当期末残高

持込資本金等 評価･換算差額等 

純資産
合計持込

資本金 供託金

剰余金 

任意
積立金

繰越利益
剰余金

剰余金
合計

持込
資本金等
合計

その他
有価証券
評価
差額金

評価・換算
差額等合計

2010年度  

3,404

　

－

－

－

－

　－

3,404

200

　

－

－

－

－

　－

200

28,072

　

－

△1,680

－

－

△1,680

26,392

△20,712

　

－

－

△935

－

△935

△21,647

7,359

　

－

△1,680

△935

－

△2,615

4,744

10,963

　

－

△1,680

△935

－

△2,615

8,348

747

　

－

－

－

△805

△805

△58

747

　

－

－

－

△805

△805

△58

11,711

　

－

△1,680

△935

△805

△3,421

8,289

（注）株式会社における株主資本に相当する数値を記載しています。

日本における直近の2事業年度の持込資本金等変動計算書

（1）株式現物による本社送金について

チャーティスグループ傘下の保険会社による株式持合の解消のため、2 0 10年 11月に、保有していた富士火災海上保

険株式会社株式 15百万株について、アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニー本社に株式現物による送金を

行いました。

当該取引により、貸借対照表において、有価証券が 1 ,12 5百万円減少し、剰余金が 1 ,6 8 0百万円減少した結果、損益

計算書において、有価証券売却益 5 5 5百万円が計上されています。

（2）修正申告による追加納税について

移転価格税制に関する修正税務申告を行い、追加の法人税等の支払い 1 ,4 47百万円が発生しました。

そのため税引前当期利益は 1 ,0 3 0百万円となり黒字であったものの、法人税等を加減した当期純損益は 9 3 5百万円の

赤字となりました。

会社の状況に関する重要な事項

　該当ありません。

重要な後発事象



業
績
デ
ー
タ

2011 
Business 

Report

49

日
本
に
お
け
る
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
（
直
近
の
2
事
業
年
度
）

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

（単位：百万円）

構成比（%） 金　額金　額

（注）元受正味保険料＝元受保険料－（元受解約返戻金＋元受その他返戻金）

種　目
構成比（%）

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

（単位：百万円）

構成比（%）構成比（%）金　額 金　額

（注）正味収入保険料＝元受正味保険料＋受再正味保険料－支払再保険料

種　目

（注）支払再保険料＝出再契約に係る支払保険料－（再保険返戻金＋その他の再保険収入）

（単位：百万円）

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

種　目

（単位：百万円）

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

（注）受再正味保険料＝受再契約に係る収入保険料－（受再解約返戻金＋受再その他返戻金）

種　目

2010年度

2010年度

2010年度

2010年度

0.2
－

77.4
21.7

0.0
0.7

（　0.7　）
100.0 

58
－

6,672
14,767

0
503

（　502　）
22,002

2
－

175
－

1
－

（   －   ）
179

56
－

6,330
14,561
△ 0
508

（　507　）
21,456

2
－

－

△ 0
0
－

（   －   ）
3

2009年度

2009年度

2009年度

2009年度

185
－

61,951
17,365

1
571

（　557　）
80,075

0.2
－

78.0
21.0

0.0
0.8

（　0.7　）
100.0

178
－

63,675
17,143

0
630

（　573　）
81,627

130
－

55,359
2,598

1
68

（　54　）
58,158

0.2
－

95.2
4.5
0.0
0.1

（　0.1　）
100.0

125
－

57,272
2,581

0
121

（　66　）
60,101

0.2
－

95.3
4.3
0.0
0.2

（　0.1　）
100.0

（1）元受正味保険料（含む収入積立保険料）

1. 主要な業務の状況を示す指標

（2）受再正味保険料

（3）支払再保険料

（4）正味収入保険料

日本における業務の状況を示す指標（直近の2事業年度）
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（注）解約返戻金＝元受解約返戻金＋受再解約返戻金＋積立解約返戻金

（単位：百万円）

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

種　目

（注）保険引受利益＝保険引受収益－（保険引受費用＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）±その他収支     
　　   なお、その他収支は自動車損害賠償責任保険等に係る法人税相当額などです。 

（単位：百万円）

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

種　目

（注）元受正味保険金＝元受保険金－元受保険金戻入

（単位：百万円）

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

種　目

（注）受再正味保険金＝受再契約に係る支払保険金－受再保険金戻入

（単位：百万円）

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

種　目

2010年度

2010年度

2010年度

2010年度

2009年度

2009年度

2009年度

2009年度

0
－

1,589
182

0
0

（　0　）
1,772

11
－

712
△ 1,553

－

△ 55
（　△ 54　）
△ 885

55
－

23,540
10,322

0
181

（　173　）
34,100

△ 0
－

35
0
1
0

（　0　）
36

0
－

1,249
147

0
0

（　0　）
1,398

44
－

802
△ 1,068

－

△ 32
（　△ 75　）
△ 254

88
－

25,671
10,722

0
229

（　224　）
36,711

－

－

12
0
1
0

（　0　）
13

（5）解約返戻金

（6）保険引受利益

（7）元受正味保険金

（8）受再正味保険金

日
本
に
お
け
る
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
（
直
近
の
2
事
業
年
度
）
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2009年度  （単位：百万円）

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

種　目 元受正味保険料
（除く収入積立保険料） 元受正味保険金 損害調査費 元受事業費 元受収支残高

元受収支
残高率 （%）

185
－

61,857
17,365

1
571

（  557  ）
79,981

55
－

23,540
10,322

0
181

（  173  ）
34,100

8
－

1,051
1,355

0
21

（  20  ）
2,437

69
－

28,983
6,591

0
246

（  242  ）
35,890

52
－

8,280
△ 904

1
122

（  120  ）
7,553

28.4
－

13.3
△ 5.2

80.3
21.4

（  21.6  ）
9.4

（注）回収再保険金＝出再契約に係る回収保険金－再保険金割戻

（単位：百万円）

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

種　目 2010年度

（注）正味支払保険金＝支払保険金（元受＋受再）－回収再保険金

（単位：百万円）

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

種　目 2010年度

2009年度

2009年度

0
－

3,329
8,763

0
141

（　140　）
12,235

65
－

3,420
9,125

0
157

（　153　）
12,769

55
－

20,246
1,558

1
39

（　33　）
21,901

22
－

22,262
1,596

1
72

（　71　）
23,955

2010年度  （単位：百万円）

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

種　目 元受正味保険料
（除く収入積立保険料） 元受正味保険金 損害調査費 元受事業費 元受収支残高

元受収支
残高率 （%）

178
－

63,602
17,143

0
630

（  573  ）
81,555

88
－

25,671
10,722

0
229

（  224  ）
36,711

8
－

1,124
1,349

0
17

（  16  ）
2,500

65
－

31,711
5,981

0
221

（  211  ）
37,980

15
－

5,095
△ 910

0
161

（  121  ）
4,362

8.9
－

8.0
△ 5.3

△ 1,671.3
25.7

（  21.2  ）
5.3

（注）1. 元受正味保険料（除く収入積立保険料）＝元受保険料－（元受解約返戻金＋元受その他返戻金）－収入積立保険料
2. 元受正味保険金＝元受保険金－元受保険金戻入
3. 元受事業費＝元受諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費
4. 元受収支残高＝元受正味保険料（除く収入積立保険料）－元受正味保険金－損害調査費－元受事業費
5. 元受収支残高率＝元受収支残高÷元受正味保険料（除く収入積立保険料）

（9）回収再保険金

（10）正味支払保険金

（11）元受収支残高
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満期月 3年

   

5年保険期間

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

（単位：%）

2010年度

正味事業費率 合算率正味損害率 正味事業費率 合算率正味損害率
種　目

2010年1月

2011年1月

火災

海上

傷害

（医療）

（その他）

自動車

その他

（うち賠償責任）

合　計

（単位：%）

2010年度2009年度
種　目

事業費率 合算率発生損害率事業費率 合算率発生損害率

600円

560円

960円

1,150円

2009年度

48.9

－

38.5

112.2

125.6

88.8

（ 98.1 ）

41.8

40.7

－

48.1

47.2

7.9

116.2

（ 138.5 ）

48.1

89.6

－

86.6

159.4

133.5

205.0

（ 236.6 ）

89.9

25.0

－

40.8

114.1

197.7

73.8

（ 133.0 ）

44.0 

40.3

－

51.4

26.5

10.1

43.5

（ 65.0 ）

50.2 

65.3

－

92.2

140.6

207.8

117.3

（ 198.0 ）

94.2 

50.4

－ 

45.6

（ 28.7 ）

（ 51.0 ）

66.5

30.7

（ 29.9 ）

50.3

 41.0

－

47.3

 

35.6

38.2

（ 38.3 ）

44.5

91.4

－

92.9

102.1

68.9

（ 68.2 ）

94.8

25.3

－ 

44.5

（ 30.0 ）

（ 49.7 ）

69.5

43.6

（ 46.9 ）

50.1

 40.4

 －

 51.9

  

  

 33.0

 35.0

（ 36.7 ）

47.4

 65.7

 － 

 96.4

  

  

 102.5

 78.6

（ 83.6 ）

 97.5

（注）1. 地震保険および自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。
2. 発生損害率＝（出再控除前の発生損害額＋損害調査費）÷出再控除前の既経過保険料
3. 事業費率＝（支払諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷出再控除前の既経過保険料
4. 合算率＝発生損害率＋事業費率
5. 出再控除前の発生損害額＝支払保険金＋出再控除前の支払備金積増額
6. 出再控除前の既経過保険料＝収入保険料－出再控除前の未経過保険料積増額
7. 医療は傷害保険のうち医療総合保険と新・医療総合保険、無選択型医療総合保険、終身医療保険および引受基準緩和型医療保険を記載しています。

（1）契約者配当金 

2. 保険契約に関する指標

積立保険（貯蓄型保険）においては、満期を迎えられたご契約者に対し、契約時に定めた満期返戻金をお支払いするとともに、

保険期間中の運用利回りが予定した利回りを上回った場合には、毎月の満期契約ごとに契約者配当金を計算してお支払

いしています。

なお、契約者配当金についてはお支払いをお約束するものではなく、運用実績等によって変動（増減）し、お支払いできないこと

もあります。

● 2010年 1月 1日から同月 31日までおよび 2011年 1月 1日から同月 31日までに満期を迎えた積立保険契約の契
約者配当金の例（満期返戻金 10万円の場合）

（2）正味損害率、正味事業費率及びその合算率

（注）1. 正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料
2. 正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料
3. 合算率＝正味損害率＋正味事業費率

（3）出再控除前の発生損害率、事業費率及びその合算率

（注）保険期間５年は積立家族傷害保険、保険期間 3年は積立女性保険を例示しています。
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99.9

99.8

0.0

0.0

0.1

0.2

100

100

その他
（格付なし・不明・Ba以下） 合　計格付区分

（単位：%）

A以上 Baa以上

2009年度

2010年度

100.0

－ 

2010年度区　分

（単位：%）

（注）上表は、収入保険料（元受正味保険料（除く収入積立保険料）と受再正味保険料の合計）について国内契約および海外契約の割合を記載しています。

再保険プールを含んでいません。
格付区分は、以下の方法により区分しています。
〈格付区分の方法〉
①スタンダード＆プアーズ社の格付を使用し、同社の格付がない場合は、A.M.Best社の格付を使用しています。
②これら２社の格付がない場合はムーディーズ社、フィッチ社、格付投資情報センター、日本格付研究所の格付を使用しています。
（アメリカン・インターナショナル・グループ・インク〈AIG〉の100％子会社については、スタンダード＆プアーズ社のAIGに対する格付を使用しています。）
　ムーディーズ社、フィッチ社、格付投資情報センター、および日本格付研究所の格付を使用する場合、Ａ以上は「Ａ以上」、BBB以上は「Ｂaa以上」、BBB
　未満は「その他（格付なし・不明・Ba以下）」に区分しています。

（注）

1

2

3

4

年度開始時の未収再保険金  

当該年度に回収できる事由が発生した額    

当該年度回収等

1＋2－3＝年度末の未収再保険金

2010年度2009年度種目計

（単位：百万円）

（注）地震・自賠責保険に係る金額を除いています。

91.1

91.1

12

12

出再保険料のうち上位5社の
出再先に集中している割合（%）出再先保険会社の数

（注）出再先保険会社の数は、特約再保険を１,000万円以上出再している再保険者（プール出再を含む）を対象にしています。

2009年度

国内契約

海外契約

2009年度

2010年度

1,987

12,235

10,333

3,890

3,890

12,704

12,689

3,904

100.0

－ 

（5）出再を行った再保険者の数と出再保険料の上位 5社の割合

（6）出再保険料の格付ごとの割合

（7）未収再保険金

（4）国内契約・海外契約別の収入保険料の割合
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火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

（単位：百万円）

支払備金

2009年度末 2009年度末2010年度末 2010年度末

責任準備金
種　目

7

－

14,227

882

1

169

（  168  ） 

15,287

12

－

13,648

968

1

172

（  172  ） 

14,804

369

27

44,073

2,333

87

83

（   43  ）

46,974

363

27

48,268

2,267

86

91

（  50  ）

51,104

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

（単位：百万円）

種　目 普通責任準備金 異常危険準備金 危険準備金 払戻積立金 契約者配当準備金 合　計

2010年度末

60

－

22,173

1,176

86

48

（  39  ）

23,546

302

27

15,857

1,090

－

42

（  11  ） 

17,320

0

－

23

－

－

－

（  －  ）

23

－

－

10,210

－

－

－

（  －  ）

10,210

－

－

3

－

－

－

（  －  ）

3

363

27

48,268

2,267

86

91

（  50  ）

51,104

火災

海上

傷害

自動車

自動車損害賠償責任

その他

（うち賠償責任）

合　計

（単位：百万円）

種　目 普通責任準備金 異常危険準備金 危険準備金 払戻積立金 契約者配当準備金 合　計

2009年度末

66

－

21,093

1,325

87

44

（  34  ）

22,617

302

27

14,068

1,007

－

38

（  9  ）

15,444

0

－

20

－

－

－

（  －  ）

20

－

－

8,887

－

－

－

（  －  ）

8,887

－

－

3

－

－

－

（  －  ）

3

369

27

44,073

2,333

87

83

（  43  ）

46,974

3. 経理に関する指標

（1）支払備金・責任準備金

（2）責任準備金の内訳
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貸倒引当金計

　一般貸倒引当金

　個別貸倒引当金

　特定海外債権引当勘定

退職給付引当金

役員退任慰労引当金

賞与引当金

価格変動準備金

（単位：百万円）

2008年度末残高 2009年度末残高

2009年度
減少額増加額区　分

3

1

1

－

782

184

492

684

1

1

0

－

267

11

520

125

3

1

1

－

48

16

492

432

1

1

0

－

1,001

179

520

376

積立方式

　　　　　　 

2010年度末

標準責任準備金対象契約

標準責任準備金対象外契約

区　分

積　立　率

2009年度末

標準責任準備金

平準純保険料式

100.0%

標準責任準備金

平準純保険料式

100.0%

貸倒引当金計

　一般貸倒引当金

　個別貸倒引当金

　特定海外債権引当勘定

退職給付引当金

役員退任慰労引当金

賞与引当金

価格変動準備金

（単位：百万円）

2009年度末残高 2010年度末残高

2010年度
減少額増加額区　分

1

1

0

－

1,001

179

520

376

43

9

34

－

135

74

503

112

1

1

0

－

28

154

520

－

43

9

34

－

1,108

100

503

489

（注）1.  積立方式および積立率は、保険業法第 3条第 5項第 1号に掲げる保険に係る保険契約および保険業法第 3条第 5項第 1号に掲げる保険を主たる保険とし
ている保険契約を除いています。

2. 保険料積立金および払戻積立金以外について積立方式という概念が無いため、積立方式は保険料積立金および払戻積立金について記載しています。 
3.積立率＝（実際に積み立てている普通責任準備金＋払戻積立金）÷（下記（1）～（3）の合計額）
（1） 標準責任準備金対象契約に係る平成 8 年大蔵省告示第 48号に定める方式により計算した保険料積立金および払戻積立金（保険業法施行規則第 149 条

第 2項に定める保険契約に限る）
（2） 標準責任準備金対象外契約に係る平準純保険料式により計算した 2001年 7月 1日以降に保険期間が開始する保険契約に係る保険料積立金、保険業法

施行規則第 149 条第 2項および同 3項に定める保険契約以外の保険契約で 2001年 7月 1日以降に保険期間が開始する保険契約に係る払戻積立金な
らびに 2001年 7月 1日前に保険期間が開始する保険契約に係る普通責任準備金および払戻積立金

（3）2001年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係る未経過保険料

（3）責任準備金積立水準

（4）引当金の内訳と増減

（5）貸付金償却額
2009年度、2010年度とも、該当ありません。
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人件費

物件費

税金

火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金

損害保険契約者保護機構に対する負担金

諸手数料及び集金費

合　計

2010年度

（単位：百万円）

区　分

（注）金額は、損益計算書における「損害調査費」、「営業費及び一般管理費」ならびに「諸手数料及び集金費」の合計額です。

（単位：百万円）

会計年度 期首支払備金
前期以前発生事故に係る

当期支払保険金
前期以前発生事故に係る

当期末支払備金
当期把握見積り差額

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

（注）1. 国内元受契約に係る出再控除前の金額です。   
　　   2. 地震保険および自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。   
　　   3. 当期把握見積り差額＝期首支払備金－(前期以前発生事故に係る当期支払保険金＋前期以前発生事故に係る当期末支払備金)  

損害率の上昇シナリオ すべての保険種目について、均等に発生損害率が1%上昇すると仮定します。

○増加する発生損害額＝既経過保険料×１%
○増加する発生損害額のうち、正味支払保険金、支払備金積増額の内訳については、当年度発生
事故におけるそれぞれの割合により按分しています。
○増加する異常危険準備金取崩額＝正味支払保険金の増加を考慮した取崩額－決算時取崩額
○経常利益の減少額＝増加する発生損害額－増加する異常危険準備金取崩額

2009年度

2010年度
経常利益の減少額

 556百万円  （注）異常危険準備金残高の取崩額　－百万円

 577百万円  （注）異常危険準備金残高の取崩額　1百万円

（注）地震保険、自動車損害賠償責任保険については、ノーロス・ノープロフィットの原則にもとづき、増加する発生保険金は責任準備金の取崩等により相殺しています。

計算方法

2009年度

6,301

25,369

381

－

34

△ 1,616

30,470

21,680

24,197

24,857

21,583

25,566

12,112

13,443

15,036

15,008

15,889

9,476

9,623

8,095

8,420

9,172

92

1,132

1,725

-1,845

505

6,487

26,472

395

－

34

△ 641

32,749

（6）損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の変動

（7）事業費明細（含む損害調査費）

（8）期首時点支払備金（見積り額）の当期末状況（ラン・オフ・リザルト）
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●傷害

金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

2007年度 2008年度 2009年度

事故発生年度末

1 年後

2 年後

3 年後

4 年後

事故発生年度

累計保険金

＋

支払備金

最終損害見積り額

累計保険金

支払備金

（単位：百万円）

2010年度

20,654

20,167

20,505

20,642

0.976

1.017

1.007

△487

338

136

21,169

22,279

22,364

1.052

1.004

1,109

84

25,207

23,747 0.942 △1,459

28,068

20,642

20,007

635

金額 比率 変動

2006年度

19,754

18,141

17,808

17,985

17,977

0.918

0.982

1.010

1.000

△1,613

△ 332

176

△ 7

17,977

17,667

310

22,364

21,140

1,223

23,747

20,634

3,113

28,068

13,217

14,850

●自動車

金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

2007年度 2008年度 2009年度

事故発生年度末

1 年後

2 年後

3 年後

4 年後

事故発生年度

累計保険金

＋

支払備金

最終損害見積り額

累計保険金

支払備金

（単位：百万円）

2010年度

10,598

10,264

10,303

10,352

0.969

1.004

1.005

△333

38

49

9,749

9,864

9,978

1.012

1.012

115

114

10,793

10,945 1.014 152

10,853

10,352

10,000

351

金額 比率 変動

2006年度

10,785

10,802

10,715

10,808

10,825

1.002

0.992

1.009

1.002

16

△ 86

92

17

10,825

10,626

199

9,978

9,127

851

10,945

9,230

1,715

10,853

7,413

3,439

●賠償責任

金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

2007年度 2008年度 2009年度

事故発生年度末

1 年後

2 年後

3 年後

4 年後

事故発生年度

累計保険金

＋

支払備金

最終損害見積り額

累計保険金

支払備金

（単位：百万円）

2010年度

180

149

148

146

0.832

0.991

0.985

△30

△ 1

△ 2

141

164

171

1.161

1.041

22

6

148

143 0.962 △ 5

196

146

143

2

金額 比率 変動

2006年度

92

166

169

173

171

1.812

1.015

1.025

0.990

74

2

4

△1

171

171

---

171

166

5

143

119

23

196

105

91

（9）事故発生からの期間経過に伴う最終損害見積り額の推移表

（注） 1．国内元受契約に係る出再控除前の金額です。
2．「比率」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度１年間で変動した倍率を記載しています。 
3．「変動」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度１年間で変動した額を記載しています。
4．「累計保険金＋支払備金」の数値のうち網掛け部分については該当がありません。
5．本表は 2006 年度から開示しています。 
6． 保険業法施行規則第 73条にもとづきＩＢＮＲ備金の算出方法を定めている平成10年大蔵省告示第234号（以下「告示」という）が 2006 年 5月 1日に改正
されましたが、告示附則第 2項の経過措置に従い、2006 年度決算までは従前の方法にてＩＢＮＲ備金が積み立てられています。   
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2010年度末
構成比（%）金　額

2009年度末
構成比（%）金　額

預貯金

コールローン

買現先債券

債券貸借取引支払保証金

買入金銭債権

商品有価証券

金銭の信託

有価証券

貸付金

土地・建物

運用資産計

総資産

区　分

（単位：百万円）

2.932.83

外国公社債

外国株式

その他

計

非居住者貸付

外国公社債

その他

計

外
貨
建　
　
　

円
貨
建

合　計

海外投融資利回り（%）

2010年度末
構成比（%）金　額

2009年度末
構成比（%）金　額

区　分

（単位：百万円）

2010年度末
利回り（%）金　額

2009年度末
利回り（%）金　額

預貯金

コールローン

買現先債券

債券貸借取引支払保証金

買入金銭債権

商品有価証券

金銭の信託

有価証券

貸付金

土地・建物

小　計

その他

合　計

区　分

（単位：百万円）

7,498
－

－

－

－

－

－

70,325
3
－

77,827
85,264

8.8
－

－

－

－

－

－

82.5 
0.0 
－

91.3 
100.0 

2
－

－

－

－

－

－

1,351
0
－

1,354
0

1,354

0.04
－

－

－

－

－

－

2.02
4.42
－

1.84

1.69

9,041
43

492
9,577

－ 
13,338

－ 
13,338

22,915

39.5
0.2
2.1

41.8

－ 
58.2
－ 

58.2

100.0

1
－

－

－

－

－

－

1,269
0
－

1,270
0

1,271

0.02 
－

－

－

－

－

－

1.77 
7.66 
－

1.64 

1.52 

6,994
38

0
7,032

－

12,104
－

12,104

19,136

36.5
0.2
0.0

36.7

－

63.3
－

63.3

100.0

5,666
－

－

－

－

－

－

72,280
1
－

77,949
86,608

6.5 
－

－

－

－

－

－

83.5 
0.0 
－

90.0 
100.0 

4. 資産運用に関する指標

（1）運用資産

（2）利息及び配当金収入・運用利回り

（3）海外投融資残高・利回り

（4）商品有価証券の平均残高・売買高
該当ありません。

日
本
に
お
け
る
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
（
直
近
の
2
事
業
年
度
）



業
績
デ
ー
タ

2011 
Business 

Report

59

2010年度末
構成比（%）金　額

2009年度末
構成比（%）金　額

国債

地方債

社債

株式

外国証券

その他の証券

合　計

区　分

（単位：百万円）

2010年度末2009年度末

公社債

株式

外国証券

その他の証券

合　計

区　分

（単位：%）

国債

地方債

社債

株式

外国証券

　外国公社債

　外国株式その他

その他の証券

合　計

2010年度末2009年度末

　区　分
1年以下 合計1年超

3年以下
3年超

5年以下
5年超

7年以下
7年超

10年以下

10年超
（期間の定め
のないもの
を含む）

1年以下 合計1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

10年超
（期間の定め
のないもの
を含む）

（単位：百万円）

7年超
10年以下

6,806

9,166

28,592

2,075

22,915

769

70,325

9.7 

13.0 

40.7 

3.0 

32.6 

1.0 

100.0 

10,814

6,897

34,358

195

19,136

877

72,280

15.0 

9.5 

47.6 

0.3 

26.5 

1.1 

100.0 

1.31 

1.12 

3.01 

6.43 

2.02 

1.17 

1.38 

2.93 

6.75 

1.77 

－

1,236

1,556

3,423

3,423

－

－

6,216

101

2,444

7,133

7,147

7,147

－

－

16,828

3,824

3,996

12,263

9,081

9,081

－

－

29,166

1,364

476

1,241

1,206

1,206

－

－

4,289

1,515

1,012

6,396

1,520

1,520

－

－

10,444

－

－

－

2,075

535

－

535

769

3,380

6,806

9,166

28,592

2,075

22,915

22,380

535

769

70,325

5,504

1,512

3,514

2,834

2,834

－

－

13,366

385

2,916

5,975

8,913

8,913

－

－

18,191

3,173

1,441

16,155

5,811

5,811

－

－

26,581

1,441

723

3,000

1,538

1,538

－

－

6,704

307

303

5,713

－

－

－

－

6,325

－

－

－

195

38

－

38

877

1,111

10,814

6,897

34,358

195

19,136

19,098

38

877

72,280

（5）保有有価証券の種類別残高・構成比

（6）保有有価証券利回り

（7）有価証券の種類別・残存期間別残高
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製　

造　

業

非　

製　

造　

業

（注）医薬品は化学として、卸売業および小売業は商業として、また銀行業、保険業、およびその他金融業は金融・保険業として記載しています。  

食料品

繊維

パルプ・紙

化学

石油・石炭製品

ゴム製品

硝子・土石

鉄鋼

非鉄金属

金属製品

機械

電気機器

輸送用機器

精密機器

その他製造

小　計

水産

鉱業

建設

商業

金融・保険

証券

不動産

陸運

海運・空運

倉庫

情報・通信業

電気

サービス

小　計

合　計

2009年度末 2010年度末

構成比（%）金　額構成比（%）金　額
区　分

（単位：百万円）

2009年度末

2010年度末

3

－

3

1

－

1

固定金利

変動金利

貸付金計

固定金利

変動金利

貸付金計

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

3

－

3

1

－

1

－

－

－

－

－

－

1年以下 合　計
1年超

3年以下
3年超

5年以下
5年超

7年以下
7年超

10年以下
10年超

区　分

（単位：百万円）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2,095

－

－

－

－

－

－

－

23

2,118

2,118

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

98.9 

－

－

－

－

－

－

－

1.1

100.0

100.0

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

209

－

－

－

－

－

－

－

23

233

233

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

89.9 

－

－

－

－

－

－

－

10.1 

100.0 

100.0 

（期間の定めの
ないものを含む）

（8）業種別保有株式

（9） 残存期間別貸付金残高
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2009年度末
構成比（%）金　額

－ 

100.0

100.0

構成比（%）金　額

設備資金

運転資金

合　計

区　分

（単位：百万円）

2009年度末
構成比（%）金　額構成比（%）金　額

区　分

（単位：百万円）

担保貸付

　有価証券担保貸付

　不動産・動産・財団担保貸付

　指名債権担保貸付

保証貸付

信用貸付

そ  の  他

一般貸付計

約款貸付

合　計

（うち劣後特約付貸付） 

2009年度末

2010年度末

2010年度末

2010年度末
構成比（%）金　額 構成比（%）金　額

農林･水産業

鉱業

建設業

製造業

卸･小売業

金融･保険業

不動産業

運輸･通信業

電気･ガス･水道･熱供給業

サービス業

その他

（うち個人住宅･消費者ローン） 
小　計

公共団体

公社･公団

約款貸付

合　計

区　分

（単位：百万円）

－

－

－

－

－

－

－

－

3

3

（ － ）

－

－

－

－

－

－

－

－

100.0

100.0

（ － ） 

－

3

3

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（ － ）
－

－

－

3
3

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（ － ）
－

－

－

100.0 
100.0 

－ 

100.0

100.0

－

－

－

－

－

－

－

－

1

1

（ － ）

－

－

－

－

－

－

－

－

100.0

100.0

（ － ） 

－

1

1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（ － ）
－

－

－

1
1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（ － ）
－

－

－

100.0
100.0

（10）担保別貸付金残高

（11）使途別貸付金残高・構成比

（12） 業種別貸付金残高・構成比
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－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

197
197

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

193
193

土地

　営業用

　賃貸用

建物

　営業用

　賃貸用

建設仮勘定

　営業用

　賃貸用

合　計

　営業用

　賃貸用

リース資産

その他の有形固定資産

合　計

区　分

（単位：百万円）

2009年度末 2010年度末

（13）規模別貸付金残高・構成比

該当ありません。

（15）有形固定資産

該当ありません。

5. 特別勘定に関する指標

該当ありません。

（14）  元本補てん契約のある信託に係る貸出金の状況

破綻先債権額

延滞債権額 

3ヵ月以上延滞債権額

貸付条件緩和債権額

合　計

2009年度末 2010年度末区　分

（単位：百万円）

（注）各債権の定義は、貸借対照表の注記に記載のとおりです。

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

1. リスク管理債権

日本における財産の状況（直近の2事業年度）
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（注）各債権の定義は次のとおりです。
1．破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産手続開始、更生手続開始または再生手続開始の申し立てにより経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権です。

2．危険債権
債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受け取りができない可能性
の高い債権です。

3．要管理債権 
3ヵ月以上延滞貸付金（元本または利息の支払いが、約定支払日の翌日から 3ヵ月以上遅延している貸付金〔1および 2に掲げる債権を除く〕をいう。以下同じ）
および条件緩和貸付金（債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に
有利となる取り決めを行った貸付金〔1および 2に掲げる債権ならびに 3ヵ月以上延滞貸付金を除く〕をいう）です。 

4．正常債権 
債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、1から 3までに掲げる債権以外のものに区分される債権です。

2. 債務者区分に基づいて区分された債権

日
本
に
お
け
る
財
産
の
状
況
（
直
近
の
2
事
業
年
度
）

（A）ソルベンシー・マージン総額
供託金

価格変動準備金

危険準備金

異常危険準備金（地震危険準備金を含む）

一般貸倒引当金

その他有価証券の評価差額（税効果控除前）

土地の含み損益

持込資本金及び剰余金

負債性資本調達手段等

控除項目

その他

（B）リスクの合計額

一般保険リスク（R1）

第三分野保険の保険リスク（R2）

予定利率リスク（R3）

資産運用リスク（R4）

経営管理リスク（R5）

巨大災害リスク（R6） 
（C）ソルベンシー・マージン比率（%）

　　［（A）/｛（B）×1/2｝］×100

2010年度末

（R +  R  ） +（R +R ）+R　+R1 2 3 4 5 6
2 2

（単位：百万円）

2009年度末

26,777

200

376

20

15,483

1

1,054

－

10,763

－

△ 1,125

1

5,544

4,861

－

15

1,773

204

159

965.9

26,137

200

489

23

17,356

9

△ 91

－

8,148

－

－

1

6,045

5,412

－

17

1,679

217

155

864.7

3. 保険金等の支払能力の充実の状況（ソルベンシ－・マ－ジン比率）

（注）上記の金額および数値は、保険業法施行規則第 1 6 1条および第 1 6 2条ならびに平成８年大蔵省告示第 5 0号の規定にもとづいて算出しています。

－

－

－

3

3

2009年度末 2010年度末

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

正常債権

合　計

区　分

（単位：百万円）

－

－

－

1

1
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日
本
に
お
け
る
財
産
の
状
況
（
直
近
の
2
事
業
年
度
）

〈ソルベンシー・マージン比率〉
●  損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払いや積立型保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立てていますが、巨

大災害の発生や、損害保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生した場合でも、十分な支払能

カを保持しておく必要があります。

●  この「通常の予測を超える危険 」に対して「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余カ」の割合を示す指標として、

保険業法等にもとづき計算されたのが、「ソルベンシー・マージン比率」です。

「通常の予測を超える危険」

保険引受上の危険※ 1、予定利率上の危険※ 2、資産運用上の危険※ 3、経営管理上の危険※ 4、巨大災害に係る危険※ 5の総額

※1 保険引受上の危険（一般保険リスク、第三分野保険の保険リスク）：

　　保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険（巨大災害に係る危険を除く）

※ 2 予定利率上の危険（予定利率リスク）：

　　積立型保険について、実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回ることにより発生し得る危険

※3 資産運用上の危険（資産運用リスク）：

　　保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生し得る危険等

※ 4 経営管理上の危険（経理管理リスク）：

　　業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記※ 1 ～※ 3および※ 5以外のもの

※ 5 巨大災害に係る危険（巨大災害リスク）：

　　通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る危険

「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余カ」

損害保険会社の純資産（社外流出予定額等を除く）、諸準備金（価格変動準備金・異常危険準備金等）等の総額

●  ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用する客観的な指標のひ

とつですが、その数値が 2 0 0 %以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

【参考】2 011年度末（2 012年 3月 31日）から適用される新基準による数値

（A）ソルベンシー・マージン総額
供託金

価格変動準備金

危険準備金

異常危険準備金（地震危険準備金を含む）

一般貸倒引当金

その他有価証券の評価差額（税効果控除前）

土地の含み損益

持込資本金及び剰余金

負債性資本調達手段等

控除項目

その他

（B）リスクの合計額

一般保険リスク（R1）

第三分野保険の保険リスク（R2）

予定利率リスク（R3）

資産運用リスク（R4）

経営管理リスク（R5）

巨大災害リスク（R6） 
（C）ソルベンシー・マージン比率（%）

　　［（A）/｛（B）×1/2｝］×100

（R +  R  ） +（R +R ）+R　+R1 2 3 4 5 6
2 2

（単位：百万円）

2010年度末

26,137

200

489

23

17,356

9

△ 91

－

8,148

－

－

1

8,524

7,702

－

68

2,308

307

155

613.2

ソルベンシー・マージン比率の信頼性に係る一層の向上の観点から、ソルベンシー・マージン比率の算出に係る法令等が改正され、

2 0 11年度末（2 0 12年 3月 3 1日）から新基準（注）が適用されます。適用開始までの間、新基準にもとづいて算出したソルベンシー・マー

ジン比率を参考表示します。

なお、新基準のソルベンシー・マージン比率は、リスク計測の厳格化等により、現行基準に比べ低下する場合がありますが、現行制度

と同様、その数値が 200%以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

（注）「新基準」とは、現行基準に平成 2 2年 4月2 0日付内閣府令第 2 3号および金融庁告示第 4 8号（平成 2 4年 3月3 1日から適用）の改定内容を反映したものです。



①形態別区分

②保有目的区分

2009年度末
区　分

（単位：百万円）

公社債

株式

外国証券

そ  の  他

合　計

貸借対照表計上額取得原価 差　額

差　額

貸借対照表計上額取得原価 差　額

貸借対照表計上額取得原価 差　額

2009年度末

2010年度末

2010年度末
区　分

（単位：百万円）

売買目的有価証券

満期保有目的の債券

責任準備金対応債券

その他有価証券

合　計

貸借対照表計上額取得原価

（注）時価のない有価証券については帳簿価額としています。

43,743 

1,273 

23,378 

758 

69,153

44,564 

2,075 

22,915 

769 

70,325 

820

802

△ 462

11

1,171

－ 

－ 

－ 

69,153 

69,153 

－ 

－ 

－ 

70,325 

70,325 

－ 

－ 

－ 

1,171 

1,171 

51,288

148

20,176

758

72,371

52,070

195

19,136

877

72,280

781

47

△ 1,039

119

△ 91

－ 

－ 

－ 

72,371 

72,371 

－ 

－ 

－ 

72,280 

72,280 

－ 

－ 

－ 

△ 91 

△ 91 

　本ディスクロージャー誌に掲載の財務諸表は、本職として適正であることを確認します。

　また、本社に報告した決算に関わる内部監査の有効性は本社において確認されています。

4. 有価証券等の時価情報　

（1）有価証券

アメリカン ・ホーム ・アシュアランス ・カンパニー
日本における代表者 社長

橋谷 有造

（2）金銭の信託
該当ありません。

（3）デリバティブ取引

該当ありません。

財務諸表の正確性および内部監査の有効性

財
務
諸
表
の
正
確
性
お
よ
び
内
部
監
査
の
有
効
性
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会社概要・沿革1

1899年

1952年

1954年

1960年

1982年

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

●  米国において2つの保険会社が合併してグローブ 

アンド ラトガー火災保険会社となる

●  グローブ アンド ラトガー火災保険がアメリカン・

インターナショナル・グループ（AIG）の傘下に入る

●  社名を現在のアメリカンホーム保険会社に変更

●  日本における損害保険事業免許を取得

●  日本で初めて傷害保険の通信販売の認可を取得

●  日本で初めて自動車保険の通信販売の認可を取得

●  日本で初めて「リスク細分型自動車保険」を発売

●  専業主婦でも加入できる所得補償保険「お給料保

険」を発売

●  日本で初めて、シニア向けの無診査骨折保障「ど

んとこい」を発売

●  インターネット上で「リスク細分型自動車保険」の

オンライン見積りサービスおよびクレジットカード

によるオンライン決済を開始

●   沖縄にコールセンターを開設

●   葬祭費用もお支払いできる「スーパーシニア保険」

を発売

●   医療総合保険「ライフサイズ入院」および「ライフ

サイズガン」を発売

●   保険商品の資料請求が可能なモバイルサイト

（www.ahdr.jp）をオープン

●  シニア向け長期保障傷害保険「人生まだまだこれ

からだ」を発売

●  家財に関わる様々なリスクをワイドに補償する「家

財安心プラン」を発売

●  本社基幹業務の一部を沖縄に移管「沖縄プロセシ

ングセンター」を開設

●  無選択型医療総合保険「ザ・大人の医療保険」を発売

●  自動車保険の「ファミリー特約シリーズ」を発売

ペットのケガの治療費を補償する特約が新登場

●  満50歳から満79歳向けのアクティブシニア傷害保

険「まいにち安心」を発売

●   ザ･ロンドン・アッシュアランス日本支店の火災保

険を除く保険契約を包括移転

●  富山にコールセンターを開設

●  長期保障傷害保険の夫婦専用新プラン｢これから

だ 楽々夫婦プラン｣を発売

●  30 日間を超える長期入院に特化した医療保険

｢ザ ･ 医療保険 入院 ing（ニュウイング）365｣ を発売

●  キャッシュカードなどの不正使用被害等を補償す

る「盗難対策」を発売

●   保障内容を自由に設計できる医療総合保険「私に

うれしい医療保険」を発売

●  終身タイプの医療総合保険「私にうれしい医療保

険終身タイプ」を発売

●  不正使用被害を補償する保険を総合セキュリティ

ソフトに付帯

●  医療保険「みんなのほすピタる」テレビCMスタート

●  ガンのみ担保特約付医療総合保険「みんなのほす

ピタる ガンプチタイプ」を発売

●  シニア向け長期保障傷害保険「人生よろこんで」を発売

●  引受基準緩和型医療保険“持病がある方も安心「み

んなのほすピタる」”（定期型・終身型）を発売

●  引受基準緩和型医療保険“持病がある方も安心「み

んなのほすピタる」”（定期型・終身型）のプチシリー

ズを発売

●   自動車保険付帯 無料ロードサービスを大幅拡充

●   オンライン自動車保険お見積り画面を全面リ

ニューアル

●   自動車事故に遭われたお客様に対して、当社社員

が事故直後にアドバイスの提供などを行う初期対

応サービスの時間拡大

●   医療保険の保険金請求で、女性特有の病気の場合、    

　女性の担当者が対応するサービスを開始

●   保険金請求のウェブサイトでの受付が全商品で可能に

●   新・医療総合保険「みんなのほすピタる3,000」を発売

●   国内自動車ディーラーとの提携による修理工場ネッ

トワークの拡大および保険金サービスセンターの統

合を実施

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年　

■ 本　社  
175 Water Street, 18th Floor, New York, NY 10038, USA

■ 資本金  
25,425千米ドル（2010年12月末現在）

■ 総資産
26,416百万米ドル（2010年12月末現在）

■ 日本における支店
〒130-8562 東京都墨田区錦糸1-2-4 アルカウエスト 21F

■ 日本における代表者
日本における代表者 会長： 後藤  久雄

日本における代表者 社長： 橋谷  有造

■ 株主の状況

沿　革

Chartis U.S., Inc.

1,695千株

100%

株 主 名

持 株 数

持株比率

（2011年7月1日現在）

コーポレート・データ
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組織図2

（2011年7月1日現在）

日
本
に
お
け
る
代
表
者
　

執行部会

統合リスク管理委員会

お客様情報保護委員会  

お客様満足（CS）向上委員会 

投融資委員会

投資審査会

人事委員会

人権啓発推進委員会

人権啓発推進拡大委員会 

保険金支払審査会 

保険金支払再審査会 

諮問会議 

人事部

内部監査部

経営企画室

資産運用室

主計室

経理部

経理財務本部 

CTO室

ITセキュリティ・サービスデリバリー部

ソリューションデリバリー部

システム本部

顧客戦略・商品開発部

Ａ＆Ｈビジネス部

パーソナルラインズビジネス部

コンシューマーラインズ・
プロフィットセンター本部

お客様相談室お客様相談室担当

保険金カスタマーサービス部

西日本自動車保険金サービス部

東日本自動車保険金サービス部

医療保険金サービス部

傷害・火災保険金サービス部

保険金サービスコンプライアンス・オーディット室

保険金サービス企画室

保険金サービス業務部

保険金サービス本部

業務サポート室

eビジネス部

ダイレクトマーケティング部

アライアンス推進部

コーポレートマーケティング部

マーケティング本部 

オペレーション総務部

クオリティ・アシュアランス部

テレマーケティングセンター統括部

カスタマーリレーションシップ　センター統括部

契約管理部

カスタマーリレーション本部 

募集企画管理部

法務・コンプライアンス部
コンプライアンス本部

リスク統括部

数理部
保険計理人

コンプライアンス委員会
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店舗所在地一覧3

東京オフィス
〒130 -8 5 6 2  東京都墨田区錦糸1- 2 - 4  アルカウエスト TEL  0 3（ 5619）3200

カスタマーリレーションシップセンター/ 事務センター

沖縄リレーションシップセンター
〒900 -0029  沖縄県那覇市旭町112 --1  金秀ビル TEL  098（941）1676

富山リレーションシップセンター
〒930-0856  富山県富山市牛島新町5 - 5  タワートリプルワン TEL  076（443）7098

沖縄事務センター
〒900 -0029  沖縄県那覇市旭町 112 -1  金秀ビル TEL  098（941）2759

テレマーケティングセンター

札幌第一テレマーケティングセンター
〒060 -0001  北海道札幌市中央区北一条西 3 -3  敷島北一条ビル 5 F TEL  011（223）1061

札幌第二テレマーケティングセンター
〒060 -0002  北海道札幌市中央区北二条西 1-1  マルイト札幌ビル 9 F TEL  011（233）2504

札幌第三テレマーケティングセンター
〒060 -0002  北海道札幌市中央区北二条西 1-1  マルイト札幌ビル 9 F TEL  011（ 261）3481

恵比寿テレマーケティングセンター
〒150- 0013 東京都渋谷区恵比寿 1-23 -23  恵比寿スクエアビル 5 F TEL  03（4577）329 6 

大阪テレマーケティングセンター
〒530 -0012  大阪府大阪市北区芝田1-1- 4  阪急ターミナルビル13 F TEL  06（6292）2730

保険金サービスセンター

傷害 ･火災保険金サービス部

傷害保険金第一サービスセンター
〒136 -0071  東京都江東区亀戸 2-25 -14  立花アネックスビル 6 F TEL  0120（ 15）8950

傷害保険金第二サービスセンター
〒136 -0071  東京都江東区亀戸 2-25 -14  立花アネックスビル 6 F TEL  0120（ 26）8950

火災・新種保険金サービスセンター
〒136 -0071  東京都江東区亀戸 2-25 -14  立花アネックスビル 3 F TEL  0120（ 57）8950

医療保険金サービス部

医療保険金第一サービスセンター
〒136 -0071  東京都江東区亀戸 2-25 -14  立花アネックスビル 6 F TEL  0120（ 31）8950

医療保険金第二サービスセンター
〒136 -0071  東京都江東区亀戸 2-25 -14  立花アネックスビル 6 F TEL  0120（35）8950
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東日本自動車保険金サービス部

自動車保険金北海道サービスセンター
〒060-0002  北海道札幌市中央区北 2条西 4 -1  北海道ビル 8 F TEL  0120（07）5589

自動車保険金東北サービスセンター
〒980-0022  宮城県仙台市青葉区五橋1- 6 - 6  五橋ビル 2 F TEL  0120（ 16）5589

自動車保険首都圏第一サービスセンター
〒136 -0071  東京都江東区亀戸 2 -25 -14  立花アネックスビル 3 F TEL  0120（ 33）50 8 9

自動車保険首都圏第二サービスセンター
〒136 - 0071  東京都江東区亀戸 2 - 25 -14  立花アネックスビル 3 F TEL  0120（ 8 8）50 8 9

自動車保険首都圏第三サービスセンター
〒136 - 0071  東京都江東区亀戸 2 -25 -14  立花アネックスビル 3 F TEL  0120（ 33）50 8 9

自動車保険首都圏第四サービスセンター
〒136 -0071  東京都江東区亀戸 2 -25 -14  立花アネックスビル 3 F TEL  0120（ 8 8）50 8 9

自動車保険首都圏第五サービスセンター
〒136 -0071  東京都江東区亀戸 2 -25 -14  立花アネックスビル 3 F TEL  0120（ 8 8）50 8 9

西日本保険金サービス部

自動車保険金中部サービスセンター
〒 451-0045  愛知県名古屋市西区名駅2 -27-8  名古屋プライムセントラルタワー 5 F TEL  0120（ 47）5589

自動車保険金関西第一サービスセンター
〒 541-0054  大阪府大阪市中央区南本町 4 -1 -10  ホンマチ山本ビル 7 F TEL   0120（ 79）5589

自動車保険金関西第二サービスセンター
〒541- 0054  大阪府大阪市中央区南本町 4 -1 -10  ホンマチ山本ビル 7 F TEL   0120（ 79）5589

自動車保険金関西第三サービスセンター
〒 541- 0054  大阪府大阪市中央区南本町 4 -1 -10  ホンマチ山本ビル 7 F TEL   0120（ 79）5589

自動車保険金九州サービスセンター
〒810 -0001  福岡県福岡市中央区天神 1- 9 -17  福岡天神フコク生命ビル TEL  0120（74）5589

保険金カスタマーサービス部

傷害保険金サービスセンター
〒136 -0071  東京都江東区亀戸 2-25 -14  立花アネックスビル 5 F TEL   0120（ 06）8950

自動車保険金サービスセンター
〒9 0 0 -0029  沖縄県那覇市旭町 112 -1  金秀ビル 5 F　　 TEL   0120（ 38）50 8 9

      自動車事故ファーストコンタクトセンター（自動車事故お客様サポートセンター）
〒9 0 0 -0029  沖縄県那覇市旭町 112 -1  金秀ビル 5 F　　　　　　　　                 TEL   0120（ 70）8 955    

お客様事故相談室
     〒136 - 0071  東京都江東区亀戸 2 -25 -14  立花アネックスビル 5 F TEL   0120（ 73）5089

（2011年7月1日現在）
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この報告書は、NPO法人カラーユニ
バーサルデザイン機構により色覚の個
人差を問わず、多くの方に見やすく配
慮されたデザイン(カラーユニバーサ
ルデザイン)として認定されました。
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